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○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 定刻になりましたので、第 24 回廃炉・汚染水・処理水対策福島評議会を開催いたします。

本日司会を務めます、廃炉・汚染水・処理水対策チーム事務局長補佐の竹島と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。では、座って進めさせていただきます。 

 本日の会議は、大変申し訳ございませんが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オ

ンライン併用での開催とさせていただきます。また、会議時間は 2 時間を目安としており

ます。時間の関係で、本日の御出席者の個別の御紹介については割愛をさせていただきます

ので、お手元の出席者名簿を御参照いただければと思います。 

 それでは、まず開会に当たりまして、議長の石井経済産業副大臣より御挨拶を申し上げま

す。 

 

○石井 廃炉・汚染水・処理水対策チーム事務局長 

 本日は御多忙の中、皆さま、お集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。私

はこのたび、原子力災害対策本部 廃炉・汚染水・処理水対策チーム の事務局長を拝命い

たしました、経済産業副大臣、石井正弘と申します。どうかよろしくお願いを申し上げる次

第でございます。 

 福島第一原発の廃炉、これは福島復興の大前提でございます。特に ALPS 処理水の処分、

この問題は廃炉に向けた重要な第一歩であると、このように考えておりまして、政府といた

しましてもしっかりとこれは取り組んでいかなければならないと、このように考えている

ところでございます。 

 福島の産業はいまだこの復興の途上にございまして、一生懸命回復に向けて取り組んで

いく、その大切な時期であるということを我々は強く認識をしているところでございまし

て、復興に向けまして、皆様方としっかりと連携をしながら取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 ALPS 処理水の海洋放出の問題でございますが、復興に向けて懸命な努力を皆さまは取

り組んでいらっしゃるところでございますが、その努力が水の泡に帰すようなことがあっ

ては絶対にならないと、このように強く戒めているところでございます。政府といたしまし

ては、この安全対策と、それから風評対策、このことにつきまして徹底をして実施をしてま

いりたいと考えているところでございます。 

 こういった取組をより具体的に示していくために、今後政府といたしましての中長期的

な取組、これを示す行動計画を策定していきたいと考えているところでございますが、その

ためにも御地元の皆さま方から御意見を頂戴いたしまして、この行動計画に反映をさせて

いきたいと、こう考えております。そういう意味におきまして、本日の会議におきましては、

ぜひとも皆さま方から、忌憚（きたん）のない御意見、またこれからの取組に対します、さ

まざまな御議論、活発にこれを展開していただければ大変幸いに存ずる次第でございます。 

 私自身、現地対策本部長を兼ねている立場でございます。その責任を十分に自覚させてい
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ただきまして、その責任と、また覚悟を持ってしっかりと取り組んでまいり、また、御地元

にも時間の許す限り足を運んで、皆さま方の御意見をこれからも引き続きお聞かせ願えれ

ばと、このように考えているところでございます。 

 どうか今日の会議で皆さま方の御協力をいただきまして、ぜひともいい行動計画ができ

ますように御協力をいただきますように、重ねてよろしくお願い申し上げ、開会に当たりま

しての御挨拶に代えさせていただきます。本日はどうかよろしくお願いいたします。ありが

とうございました。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。本日は新型コロナウイルスの対策としまして、参加者の皆さま

にはマスクの御着用をお願いしております。よろしくお願いいたします。なお、今回もイン

ターネットによる中継を行っておりますので、御出席の皆さま方におかれましては、御承知

おきをいただければと思います。 

 それでは議事に入らせていただきます。本日は 3 つの議題となってございます。1 つ目

が、廃炉・汚染水・処理水対策の進捗について、2 つ目が、東京電力ホールディングス株式

会社福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン 2021、および、第 5 回福島第一

廃炉国際フォーラムについて、3 つ目が、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子

力発電所における ALPS 処理水の処分に伴う当面の対策の進捗と今後の対応について、で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 進め方としましては、まずこの 3 つの議題につきまして資料の御説明をさせていただき、

その後まとめて質疑応答の時間を取らせていただきます。それでは、まず東京電力ホールデ

ィングス株式会社から、資料 3 に沿いまして、廃炉・汚染水・処理水対策の進捗について御

説明をお願いいたします。 

 

○小野 東京電力ホールディングス（株）福島第一廃炉推進カンパニー プレジデント 

 東京電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパニーの小野でございます。当社福島

第一原子力発電所の事故によりまして、今もなお地元の皆さまをはじめ、福島の皆さま、広

く社会の皆さまに大変な御負担と御迷惑をお掛けしてございます。このことを心より深く

おわび申し上げます。また昨日、当社社員 2 名の身体汚染、こちらを発生させてしまってお

ります。除染後に医師による問診によって、特に異常はないというふうに診断はされてござ

いますが、内部被ばく線量の評価につきましては、今後しっかり実施をしてまいります。ま

た原因究明と再発防止に努めて、安全管理を徹底してまいりたいと考えてございます。 

 それではここから着席をさせていただいて、御説明を申し上げたいと思います。福島第一

原子力発電所の多核種除去設備等処理水、いわゆる ALPS 処理水の取り扱いにつきまして

は、本年 4 月に国から示されました基本方針を踏まえた当社の考え方、これを 4 月 18 日の

福島評議会の場で御説明をさせていただいてございます。また、8 月 28 日の福島評議会の
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場では、取水・放水設備、それから海域のモニタリング等も含めた具体的な設計および運用

等の検討状況、ならびに風評影響および風評被害への対策についても御説明をさせていた

だいております。その後も関係する皆さまへの御説明を続け、御意見を伺いながら検討を進

めてまいっているところでございます。また今週 11 月 17 日には、ALPS 処理水の海洋放

出に伴う放射線影響評価報告書を取りまとめ、公表をさせていただいてございます。 

 本日は、廃炉・汚染水・処理水対策に関する取り組み全般について、また、この放射線影

響評価結果につきまして御説明をさせていただきます。ALPS 処理水の処分につきまして

は、現在関係する皆さまの御意見を丁寧にお伺いしながら、引き続き詳細検討を進めている

ところでございますが、御列席の皆さまをはじめ、関係する皆さまの御意見を適宜計画に反

映をし、廃炉事業を進めてまいります。 

 それではお手元の資料 3-1、福島第一原子力発電所、廃炉・汚染水・処理水対策に関する

取り組みについて、それから資料 3-2、ALPS 処理水の海洋放出に伴う放射線影響評価結果

（設計段階）について、この 2 つの資料に沿って、まず前半、初めのほうは私から、後半は

廃炉推進カンパニー プロジェクトマネジメント室長の松本から御説明をさせていただき

ます。 

 それでは資料の 3-1 を御覧ください。こちらのほうで、まず福島第一の廃炉全般の取り組

みについて御説明を申し上げます。 

 1 ページ目です。これは目次になります。汚染水の概要と取り組み、こちらをこの順序で

説明を申し上げたいと思います。 

 2 ページ、3 ページにいっていただきまして、まず汚染水対策でございます。こちらは汚

染源を取り除く、また汚染源に水を近づけない、さらには汚染水を漏らさないという、この

3 つの基本方針に基づきまして、ここに示していますような予防的・重層的なさまざまな対

策を進めてきているところでございます。次のページ以降、各取り組みについてもう少し詳

細に御説明を申し上げます。 

 4 ページを御覧ください。このような重層的な対策を講じた結果でございますが、中段の

グラフに示しておりますように、2020 年の汚染水発生量、こちらは 1 日当たり約 140 立米

でございまして、中長期ロードマップのマイルストーンでございます、汚染水発生量を 1 日

当たり 150 立米程度に抑制するということを達成してございます。 

 また、このグラフの中にもありますように、降雨量とともに汚染水発生量が増加をすると

いう傾向にございます。屋根の補修や建屋周辺はフェーシングと呼ぶ舗装を順次進めて、こ

の雨水対策に対しても対策を進めているところでございます。 

 右下の図の中で赤く色を付けた 1、2 号機の廃棄物処理建屋につきましては、2021 年、

この 9 月から、屋根の雨水対策の準備作業に着手をしてございます。また、陸側遮水壁内の

フェーシングにつきましても、2023 年までに、まずこの陸側遮水壁内の 50％を目標に計画

的に作業を進めてまいります。 

 次、5 ページを御覧ください。このページでは、建屋内滞留水処理の完了に向けた取り組
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みについて御説明を申し上げます。2020 年 12 月に中長期ロードマップのマイルストーン

の内、原子炉建屋、それから高温焼却炉、それからプロセス主建屋を除く建屋内の滞留水の

処理完了という目標、これを達成してございます。 

 続いてこの後、1～3 号機の原子炉建屋につきましては、2024 年度までに滞留水の量を

2020 年末の半分程度に低減をする計画でございます。原子炉建屋の下部には、α核種を含

む高濃度の放射性物質を含む滞留水が確認をされてございますので、これまでよりも、より

慎重に水位の低下を進めてまいりたいと考えてございます。 

 またプロセス主建屋、それから高温焼却炉建屋につきましては、こちらには高線量のゼオ

ライト等を入れた土のうがございます。これらをまず撤去・回収してから、建屋内滞留水処

理に進んでいくという計画でございます。まず 2023 年度の土のう回収作業着手を目標に、

処理方法等の検討を進めてまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、6 ページでございます。こちらは地震・津波が発生した際、特に津波による

滞留水の流出リスク、それから重要設備への被害による廃炉工程への影響等を考慮し、さま

ざまな対策を、優先順位を決めて進めてきております。 

 まず津波による滞留水の流出リスクを考慮して、左側の図に示しますとおり、各建屋の開

口部の閉止作業を進めてございます。1～3 号機の原子炉建屋につきましては、2020 年 11

月に、この閉止作業が完了してございます。現在残りの建屋に対して作業を進めてございま

して、2021 年度内にこの作業を完了させる計画でございます。 

 続いて防潮堤の設置に関する進捗でございます。2020 年 4 月、昨年の 4 月に内閣府から

切迫性が高いというふうに指摘されてございます、日本海溝沿いの地震に基づく津波につ

きまして、この対応する防潮堤を設置するという計画でございます。2021 年の 6 月から新

たな防潮堤の設置工事に着工してございまして、23 年度の下期の完成に向けて現在作業を

進めてございます。 

 次に 7 ページでございます。こちらは台風等による豪雨リスクの解消を目的として、こ

れまであった D 排水路から港湾内への延伸作業というのを行おうということで、この中で

言いますと、図の中の中央の赤い点線、こちらで示します、総延長でいうと約 800 メート

ルの排水路を新設する計画としてございます。右側の写真にございますように、この 9 月 6

日から、その掘進作業、要は穴掘りの作業を開始してございます。こちらにつきましては、

2022 年の台風シーズン前までに当該排水路を設置いたしまして、豪雨リスクの早期解消を

図ってまいりたいと考えてございます。 

 次に 8 ページでございます。こちらは左側に多核種除去設備、通称 ALPS の設備構成と

いうのを示してございますが、ALPS におきましては、浄化作業の中で、放射性物質を含ん

だスラリーと呼ぶ沈殿物、それから使用済みの吸着材が発生をいたします。これらを HIC

と呼んでおります高性能容器に移送して、保管をしているという状況でございます。ただ、

保管されている HIC のうち、放射線による影響が特に大きいと評価をされてございます 31

基につきまして、移替えを行おうということを計画してございまして、8 月 5 日から、まず
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線量の低い 1 基目の移替え作業を進めてきておりました。 

 その際、HIC の排気フィルター出口のダスト濃度が上昇したことから、作業を中断して

原因を究明したと。その結果、当該排気フィルターに損傷があるということを確認してござ

いまして、暫定的な対策となりますが、排気フィルターの下流にさらに代替フィルターを設

置するなどして、スラリーの移替え作業を再開して、9 月 28 日に 1 基目の移替え作業を完

了してございます。 

 なお、損傷が確認をされた排気フィルターというのは、浄化機能とは全く異なる附帯設備

でございまして、損傷によって ALPS の浄化性能に影響があるというものではございませ

ん。また、これまでに作業員の方の身体汚染、それから内部取り込みという発生はありませ

んで、外部への影響もなかったというふうに評価をしてございます。 

 破損したフィルターにつきましては、原因究明を進め、しっかりと恒久対策を検討してま

いります。 

 一方、実は当該排気フィルターにつきましては、2 年前の 2019 年の交換作業時に全数が

損傷していたということが分かっておりましたけれども、当時この情報が十分に共有をさ

れてございませんでした。そのために対策が講じられなかったということでございまして、

このことを踏まえ、特にリスクに関する情報の共有につきまして、現在強化を進めてきてお

ります。 

 続いて 9 ページでございます。陸側遮水壁の一部測温管における温度上昇について御説

明を申し上げます。陸側遮水壁は 2016 年の 3 月に凍結を開始いたしまして、18 年に凍結

が完了しているという評価をいただいてございます。陸側遮水壁の運用に当たりましては、

測温管と呼ばれるものによって、地中それから地表の温度を監視してございます。 

 この右図の赤い丸で囲ってある部分、ここの測温管におきましては、この 8 月末より温

度の上昇が見られてございまして、現在は地中 3 メートル付近で 0 度を超えているという

ことを確認してございます。このため、この測温管と交差する付近にある K 排水路の内部

調査を含めて、現在原因究明を進めているところでございます。 

 なお 11 月 10 日から 12 日にかけまして実施をしました、陸側遮水壁内側の地盤の掘削調

査の結果、地中温度は 0 度以下であるということをしっかり確認をしてございます。また

これに加え、内外水位差が十分に確保をされていること、それから有意な汚染水の発生量の

増加というのが確認されていないことから、陸側遮水壁は正常に機能をしているというふ

うに評価をしてございます。 

 次に 11 ページに飛んでいただきまして、こちらから、使用済燃料プールからの燃料取り

出しに向けた取り組みについて御説明を申し上げます。 

 まず 3 号機でございます。取り出し作業開始当初、機器のトラブル等もあり御心配をお

掛けしたところでございますが、今年の 2 月 28 日に全 566 体の燃料取り出しを完了してご

ざいます。1、2 号機の燃料取り出しの進捗状況につきましては、次のページより順を追っ

て御説明を申し上げます。 
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 12 ページでございますが、まず 1 号機の燃料取り出しは、ここにある左の図のように、

ダストの飛散対策、それから雨水対策等の観点から、原子炉建屋をまず大型のカバーで覆っ

て、カバー内で瓦礫撤去を行った後に、燃料取り出し設備を設置して、燃料を取り出してい

くという計画でございます。現在、右側上段の写真のように、構外ヤードというところで鉄

骨等の地組み作業を実施してございます。仮設構台の地組みがおおむね完了するなど、順調

に作業が進捗をしてきております。 

 また、大型カバーの設置に当たりましては、原子炉建屋に大型カバーを直接支持する工法

を採用する計画でございまして、原子炉建屋の外観調査、それからコンクリートコアの採取

など、建屋の健全性確認をこの 10 月 20 日から開始をしてございます。2023 年度ごろの大

型カバーの設置完了に向けて、引き続き準備作業を安全第一で進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次、13 ページになります。今度は 2 号機でございます。2 号機の燃料取り出しは、ダス

トの飛散対策、それから飛散防止対策、それから作業員の被ばく低減の観点から、上段右側

の図に示しますように、原子炉建屋の上部は解体しないで、建屋の南側に構台および開口を

設けて、横から燃料を取り出す、そういう計画を立ててございます。燃料取り出しの設備設

置に当たりまして、現在、原子炉建屋最上階であります、オペレーティングフロアと呼ばれ

ているフロア、こちらの環境整備を進めるために、8 月 19 日から除染作業を進めていると

ころでございます。 

 これと並行いたしまして、原子炉建屋南側のヤードにおいて、燃料取り出し用の構台設置

の箇所の干渉物の撤去、それから地盤改良、こちらの準備作業を実施しているところでござ

います。引き続き 2024 年度から 26 年度の燃料取り出し開始というのを目指して、安全最

優先で作業を進めてまいります。 

 また飛んでいただきまして、15 ページでございます。燃料デブリの取り出しに向けた取

り組みについて御説明を申し上げます。本日はここの 1 号機の原子炉格納容器内の調査に

向けた進捗、それから 2 号機燃料デブリ試験的取り出しの準備状況について御説明を申し

上げます。 

 まず 16 ページを御覧ください。1 号機の原子炉格納容器の内部調査に向けましては、こ

れまで、アクセスするためのルートの構築作業を進めてきてございますが、9 月 17 日に、

それに干渉する干渉物の切断作業が完了してございます。その後、左下の写真にお示しして

おりますけれども、調査用の水中ロボット、これは直径が約 25 センチ、長さが大体 1.1 メ

ートルほどの大きさのものでございますが、こちらを原子炉格納容器内に投入するための

ガイドパイプ 3 カ所の設置作業が、これも 10 月 14 日に完了してございます。2021 年度内

の調査に向けまして、11 月から調査装置の設置作業等を開始しているところでございます。 

 続きまして、17 ページでございます。今度は 2 号機の方になりますが、2 号機の燃料デ

ブリの試験的取り出し装置につきましては、7 月 12 日にイギリスから神戸の国内工場に搬

入がされてございます。現在この神戸の国内工場におきまして、性能確認試験、それから操
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作訓練を行っているところでございます。 

 この試験的取り出し、それとそれに伴う内部調査につきましては、当社の社員が、ここに

お示しをするロボットアーム、それから双腕のマニピュレーターといった遠隔ロボットの

オペレーションを担務する計画にしてございます。これら遠隔操作ロボットの操作技能を

習得するために、7 月から社員 9 名を三菱重工殿に派遣をして、操作訓練を開始してござい

ます。 

 一方、福島第一の現場におきましては、並行して、右側の図にあるように、このロボット

アームを格納容器の中に侵入させるハッチの開放に向けまして、その準備作業をこの 11 月

から実施をしているところでございます。この三菱重工、神戸の工場での性能試験等が終わ

った後、来年には楢葉のモックアップセンターにこの装置等を運び込んで、さらに訓練を継

続していくという計画にしてございます。来年、我々としては、引き続きしっかりと安全第

一で作業を進めてまいりたいと考えてございます。 

 次に 19 ページに行っていただきまして、ここでは廃棄物対策の取り組みについて御説明

を申し上げます。中長期ロードマップでは、固体廃棄物の保管管理につきまして、2028 年

度内までに水処理二次廃棄物や再利用を除く全ての固体廃棄物の屋外での保管を解消する

ということを目標として、今作業を進めています。向こう 10 年間の固体廃棄物の発生量予

測、それからそれを踏まえた廃棄物の関連施設の建設計画等を、固体廃棄物の保管管理計画

という形でまとめて、年に 1 回見直しを行ってございます。この 7 月 29 日に第 5 回目の改

定をいたしまして、向こう 10 年に約 79 万立米の廃棄物が発生をし、焼却等で減容するな

どして、これを約 27 万立米に減らして保管管理を検討していくと、そういう計画で今作業

を進めてございます。 

 次の 20 ページを御覧ください。廃棄物の保管管理の適正化について、でございます。昨

今、所有者不明のコンテナの発見、それから一時保管エリアのコンテナからの放射性物質の

漏えい事象等、これらの対応によって、また仮設集積の増加、また長期化が起こっているな

ど、構内の物品管理に関する問題が発生をして、御心配をお掛けしてございます。 

 現在、発電所構内の物品の保管管理は、保管をする物品の種類に応じて管理が異なってご

ざいますが、まず内容物の性状に応じて、適切な保管状態および場所で管理をする必要がご

ざいます。そのために、保管する物品の種類に応じてそういう保管ができるよう、必要な運

用、それから実施計画の見直しまでも検討をして、今後計画的に進めてまいりたいと考えて

ございます。 

 まず 2021 年度内には、コンテナの内容物の確認と保管状態の確認と是正を行い、22 年

度中に一時保管エリアの保管容量確保や運用の見直しなどを行って、適切な保管状態の維

持への移行に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。 

 次に 21 ページでございます。今度は固体廃棄物の処理、また保管をする設備の設置に関

しての進捗を御説明申し上げます。このページの左側に示してございますが、焼却した焼却

灰や瓦礫等を適切に保管することを目的に、固体廃棄物貯蔵庫第 10 棟の設置を計画してご
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ざいます。この 10 棟は 3 分割で設置し、竣工した建屋から段階的に運用する計画にしてご

ざいまして、第 1 建屋の供用を開始してから 3 つの建屋全てが運用開始されるのが、2024

年度という計画にしてございます。 

 続きまして、金属の切断処理、それからコンクリートを破砕処理するための減容処理設備

につきましてですが、こちらについては 10 月 22 日に基礎工事が完了してございまして、

2022 年度内の竣工に向けて現在鉄骨工事、鉄骨の建方の工事、こちらを進めているところ

でございます。 

 最後に増設雑固体廃棄物焼却設備の進捗状況でございますが、こちらは瓦礫等というよ

りは、切った木とか、そういうものを燃やす設備になりますけれども、現在詳細設計および

構造検証試験が完了してございまして、現地にて新規設備を設置してございます。2021 年

度内の竣工に向けまして、作業を今進めているところでございます。 

 最後にその他の取り組みといたしまして、2 点、23 ページで御説明申し上げます。 

 まず 23 ページでございますが、高線量の 1、2 号機の、1 号機および 2 号機の非常用ガ

ス処理系配管というものがございます。こちらにつきましては、配管の一部撤去を実施する

予定でございます。右側の写真にお示ししておりますが、配管の切断に先立ちまして、放射

性ダストの飛散防止を目的として、この配管内へのウレタン注入作業、こちら遠隔装置を用

いて実施を行いまして、9 月 26 日に完了してございます。作業中は放射性ダストの監視を

行っておりますが、異常は確認されてございません。 

 左下の写真は、福島第一の構外において実施をしてございます、配管切断のモックアップ

の状況でございます。今後も作業を安全かつ着実に進めるべく、操作訓練等を重ねて、配管

撤去作業に向けて準備を進めてまいります。 

 最後、24 ページでございますが、小笠原諸島の海底の火山噴火により発生をした大量の

軽石、こちらが海洋を漂流していることに関して、現在我々としても対策を進めてございま

す。海流の状況によっては、福島第一にも漂着する可能性があると考えてございます。発電

所にこの軽石が漂着した場合、海水系のポンプ等に影響を与える可能性がございますので、

既に設置をしてございますシルトフェンス、それからオイルフェンス等を活用し、しっかり

とこのポンプ等に影響を与えないような対策、こちらを取っていく、そういう計画を立てて

ございます。 

 まずこの資料につきまして、私からの説明は以上となります。 

 

 

○松本 東京電力ホールディングス（株）福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクトマネ

ジメント室長 

 続きまして、私、松本から、ALPS 処理水の海洋放出に係る放射線影響評価について御説

明させていただきます。資料 3-2 を御覧ください。 

 まず初めに、この資料のタイトルにございます、設計段階と書かせていただいている理由
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についてお話しいたします。今回の評価につきましては、私どもが 8 月 25 日に公表させて

いただいた検討状況で示している、設備の設計および運用方法に基づいて評価を行ったも

のです。従いまして、今後、設計・運用に関する検討の進捗、各方面から意見を募集してい

ます内容、IAEA の専門家によるレビュー、第三者評価によるクロスチェックなどを通じて

知見が拡充されてまいりましたら、この評価につきましては適宜見直していきたいという

ふうに考えております。 

 それでは 1 ページを御覧ください。まず初めに結論を申し上げます。今回私どもが使用

させていただいた IAEA ならびに ICRP の勧告に従って、国際的に認知された手法によっ

て評価を行いました。その評価の結果につきましては、人および環境への影響は極めて軽微

であるというふうに判断しております。 

 2 ページを御覧ください。私どもが本日御説明したい内容は 3 つございます。1 つ目は評

価の前提となる放出方法、2 つ目に評価の方法、3 つ目が評価の結果でございます。 

 3 ページを御覧ください。まず評価の前提となる放出方法につきましては、先ほど申し上

げたとおり、8 月 25 日に公表させていただいた設備の設計・運用方法に基づいて評価を行

っております。 

 四角の 3 つ目でございますが、トリチウムの年間放出量は、事故前の福島第一原子力発

電所の放出管理目標値である 22 兆ベクレル未満という放出方法を取りますけれども、今回

の評価におきましては、その上限値 22 兆ベクレルで評価をいたしました。 

 また下から 2 番目でございますが、希釈後の ALPS 処理水は、発電所沖合約 1 キロメー

トルの海底から放出するということでシミュレーションを行っております。 

 4 ページを御覧ください。評価の方法についてお話しいたします。 

 5 ページに、放射線影響評価の手順についてお示ししました。国際原子力機関 IAEA の基

準文書、すなわち脚注にございます GSG-9、GSG-10 という文書に従いまして評価を行っ

ています。左側が人に対する評価、右側が人以外の生物に対する評価でございますが、ソー

スターム、いわゆる、どの放射性物質による被ばくを評価するかというところの選択からス

タートいたしまして、6 つのステップで評価を行っております。 

 5 ページに進んでください。まずソースタームでございますが、私どもは 2 つの種類の

ALPS 処理水を用意して評価を行いました。6 ページが 1 種類目のソースターム、処理水で

ございます。こちらは現在、福島第一の発電所に実際に存在する ALPS 処理水を使用して

います。64 核種の放射能の濃度が全てそろっているタンク群が 3 つございますので、3 つ

の種類の処理水を利用して評価を行っております。 

 7 ページへ進んでください。もう一つ評価用で用意した処理水は、被ばくの影響が相対的

に大きい核種だけが含まれると仮想した処理水でございます。被ばくの影響が相対的に大

きい核種を 8 種類用意いたしまして、さらに 9 番目の核種で、告示濃度比総和がちょうど

1 となるまで加えた処理水になります。具体的には 8 ページと 9 ページに、それらの核種と

設定した濃度をお示ししています。また今回仮想的に設定した処理水に関しましては、トリ
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チウムの濃度を 1 リットル当たり 10 万ベクレルと設定いたしまして、より保守的な評価が

できるように設定いたしました。 

 10 ページを御覧ください。こちらは拡散シミュレーションを行った海域について示して

おります。この海域につきまして拡散シミュレーションを行っています。南北東西それぞれ

1 キロメートルのメッシュに区切ってモデル化しておりますが、ブルーのバンド、それから

ピンクのバンドが重なっている発電所の近傍については、特に 200 メートルのメッシュに

詳細化いたしましてシミュレーションを行っております。また使用いたしました海洋と気

象のデータにつきましては、2014 年、2019 年の 2 カ年分を使用いたしました。 

 11 ページを御覧ください。そうしたシミュレーションの結果を用いて、評価用の放射性

物質の濃度につきましては、発電所の正面、南北 10 キロメートル、東西 10 キロメートル

の範囲でトリチウムの年間平均濃度、およびその他 63 核種の濃度を算出いたしまして、被

ばく評価を行っております。 

 12 ページを御覧ください。被ばく経路について御説明いたします。上半分が人に対する

被ばくの経路でございます。海水中に拡散した放射性物質は、丸 1 から丸 6 の経路に従っ

て人の被ばくがあるというふうに想定いたしております。丸 1 から丸 5 が外部被ばく、丸

6 が海産物の摂取による内部被ばくでございます。33 ページにそれぞれ外部と内部の被ば

く評価を示しておりますが、基本的にはこの内部被ばくによる被ばく量が大きいというふ

うに判断しています。 

 下半分が動植物に対する被ばくの評価でございます。海水中に拡散した放射性物質が 1、

2、3 の経路に従って被ばくするというふうに、被ばく経路として設定いたしました。 

 続きまして、13 ページを御覧ください。被ばくを評価するための代表的な個人および標

準動植物を設定しております。人の被ばくに関しましては、「発電用軽水型原子炉施設の安

全審査における一般公衆の線量評価」という指針に基づきまして設定いたしました。すなわ

ち、年間 120 日漁業に従事し、そのうち 80 日は漁網の近くで作業を行い、海岸に年間 500

時間滞在し、96 時間遊泳を行うといった人を設定しています。なお、これは特に特定の職

業あるいは地域に住んでいるものではありませんで、こういった仕事をしているというも

のを仮定したものです。 

 また先ほど申し上げたとおり、今回の被ばく評価では、内部被ばくによる被ばく量が大き

いということが分かっておりますので、中段の表にございますとおり、海産物を平均的に摂

取する人と多く摂取する人の 2 種類を用意いたしまして、被ばく評価を行っております。

表 4-8 に平均的に摂取する量、表 4-9 に海産物を多く摂取する人の量というふうに表にまと

めました。例えば表 4-8 で申し上げますと、成人の方が魚類を 58 グラム、無脊椎動物、タ

コ・イカになりますけれども、10 グラム、海藻類を 11 グラム、毎日この重量だけ食べたと

いうような仮定になっています。 

 また、下半分になりますが、標準動植物では、ICRP のパブリケーション 136 で示されま

した、扁平（へんぺい）魚、カニ、褐藻類を評価対象として設定いたしました。 
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 14 ページから 16 ページにつきましては、それら代表的な個人および標準動植物に関す

る線量評価をする評価方法を記載しています。今回、この式の中にございます換算係数や移

行係数につきましては、IAEA や ICRP のデータを用いております。客観性・透明性が確保

されているというふうに判断いたしております。 

 17 ページに進んでください。評価結果についてお話しいたします。 

 まず 18 ページに、海洋における拡散シミュレーションの結果をお示ししました。一番右

に発電所周辺の拡大図を示しておりますが、1 ベクレル～2 ベクレルのトリチウムの濃度を

示す範囲は、黒い点線で示された発電所周辺の 2 キロ～3 キロの範囲にとどまっておりま

す。また右側 2 つの地図には、0.1～1 ベクレル/リットルの範囲を示しておりますが、こち

らはいわゆる自然界に存在するバックグラウンドをゼロと置いて、示したものです。通常こ

のレベルの自然界には放射性トリチウムが存在しておりますので、この図示した 0.1～1 ベ

クレル/リットルの範囲で示されておりますけれども、実際の測定を行いますと、周辺の海

域と区別できなというようなレベルになります。 

 19 ページに進んでください。縦方向、深さ方向のシミュレーションの結果です。今回は

発電所から沖合 1 キロ、深さ約 12 メートルの海底から放出しています。トンネル出口の直

上付近では、1 リットル当たり 30 ベクレルを示す箇所も見られますけれども、その周辺で

速やかに濃度が低下していることが分かります。左側の図面が東西方向、右側の図面が南北

方向でございます。 

 続きまして、20 ページでございます。人への被ばくの評価の結果になりますが、まず実

際に発電所に存在する処理水についての評価結果です。非常に小さい値ですので、右上に

200 倍に拡大したグラフを載せておりますが、海産物を平均的に摂取する人は一般公衆の被

ばく線量限度、年間 1 ミリシーベルトに比較しますと、約 6 万分の 1～約 1 万分の 1 であ

ることが分かりました。 

 22 ページを御覧ください。こちらのグラフは、被ばくの影響が相対的に大きい核種だけ

が含まれると仮想した ALPS 処理水を使っての評価です。この場合も年間 1 ミリシーベル

トの線量限度に比べますと、約 2,000 分の 1～約 500 分の 1 ということが判明しています。 

 続きまして、23 ページに動植物の被ばく評価結果を示しています。ICRP では誘導考慮

参考レベルというものを設定いたしまして、扁平魚では 1～10 ミリグレイ/デイ、カニでは

10～100 ミリグレイ/デイ、褐藻類では 1～10 ミリグレイ/デイという線量限度がございます

が、この下限値に対しまして、約 6 万分の 1～約 2 万分の 1 というような状況でございま

す。 

 また 24 ページには、被ばくの影響が相対的に大きい核種だけが含まれると仮想した

ALPS 処理水を用いての評価です。それぞれ約 130 分の 1 から 120 分の 1 程度というよう

な結果になっています。 

 以上のことから、私どもといたしましては、ALPS 処理水の海洋放出に伴う人および環境

への影響は極めて軽微であるというふうに考えております。 
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 25 ページからが参考資料になりますが、特に 28 ページから少しお話しさせていただき

ます。こちらは海洋における拡散シミュレーションの結果です。先ほど申し上げたシミュレ

ーション結果は、1 年間を平均した値でございますけれども、28 ページにお示ししました

のは、1～3 ヶ月、1 月から 3 月といった月、季節ごとの評価の状況でございます。点線の

内側、1 ベクレル/リットルを超える範囲については、季節範囲で平均を取っても、発電所に

とどまっていることが分かります。 

 また 29 ページ、30 ページにつきましては、こちらは最も北に広がる場合、最も南に広が

る場合、最も東に広がる場合という、ある一日を切り取った図面でございます。最も広がる

場合でも、発電所放出口の南北 30キロ程度の範囲にとどまっているというふうに見えます。 

 最後に 31 ページになります。放出位置の違いによる拡散の影響の考察です。こちらは沖

合 1 キロメートルの海底から放出した場合と、放出位置を現在の 5、6 号機放水口位置とし

た沿岸放出を想定した場合のシミュレーションの比較です。右側の広域図を見ますと大き

な差がないように見えますけれども、左側、福島県沖拡大図を見ますと、1 キロメートル先

の放出のほうが、より拡散しているというふうに考えております。私からの説明は以上でご

ざいます。 

 

○小野 東京電力ホールディングス（株）福島第一廃炉推進カンパニー プレジデント 

 東京電力からの説明は以上になりますが、繰り返しになりますけれども、本日御説明した

内容、こちらにつきましても、今後関係する皆さまの御意見を丁寧にお伺いして、適宜計画

等に反映をして廃炉事業を進めてまいりたいと考えてございます。また、地域や社会の皆さ

まからの信頼というものが、長期にわたるこの廃炉事業を進めるに当たっての基盤でござ

います。信頼回復がまず、今、弊社の最優先課題でございまして、全社的な改革をしっかり

と進めて、信頼回復に全力で取り組んでいきたいと、またそうすることによって、福島への

責任というのを果たしてまいりたいと考えてございます。我々からの説明は以上でござい

ます。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。続きまして、次の議事に移らせていただきます。原子力損害賠

償・廃炉等支援機構のほうから、資料 4 に沿いまして、東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン 2021、および、第 5 回福島第一廃炉

国際フォーラムについて、御説明のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○山名 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 理事長 

 原賠廃炉機構理事長の山名でございます。本日はオンライン参加とさせていただいてお

ります。失礼します。ただ今御指示のありました 2 件の報告を、機構より行いたいと思いま

す。この 2 つは、今後の廃炉戦略や地元の皆さまとの対話という観点で、機構が最も重視し
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ている取組でございます。まず福島第一廃炉に関わる技術戦略プラン 2021 でありますが、

この技術戦略プランは、私どもが毎年最新の技術的考え方を網羅して公表しているもので

あります。本年版を 10 月 29 日に策定・公表いたしましたので、これを御説明するもので

あります。さらに 10 月 31 日と 11 月 1 日に、福島第一廃炉国際フォーラムを浪江町といわ

き市で開催させていただきましたので、この状況を報告させていただきます。 

 本日は山名の代理として池上執行役員が出席しておりますので、池上より直接この 2 点

について御説明を申し上げます。質問いただく場合には、私から、あるいは池上のほうから

回答させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○池上 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 執行役員 

 池上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは座って説明をさせていただ

きたいと思います。そうしましたら、資料 4-1 を御覧ください。時間の関係がありますの

で、かいつまんで御説明申し上げたいと思います。 

 まず 4 ページを御覧ください。技術戦略プランの位置付けについて御説明申し上げます。

福島第一の廃炉につきましては、まずは政府のほうで中長期ロードマップという枠組みが

示されております。一番上に記載がございます。こちらはいろんな形のフレームを示してい

る、そういうロードマップになっておりまして、それを具体的にどんな形で実現をしていく

のかというところを技術的に検討しておりますのが、その下、赤く記載がございますけれど

も、本日御説明をします技術戦略プランということになります。こちらで技術的な課題と対

応の方向性を示したものを、具体的には我々の積立金制度、一言で申し上げれば、1F 廃炉

の予算については、東電と我々とで一緒に作成をしまして、大臣の承認を頂いております。

そちらは翌年度の東電の廃炉予算に反映をする形で、この課題対応を実現しております。 

 少し足の長い課題につきましては、右のほうに矢印が出ておりますけれども、東電が毎年

3 月ごろに公表をしております廃炉中長期実行プラン、これは廃炉の 10 年計画のようなも

のですが、こちらに反映をいたしまして、それぞれ当該年度には予算の形で反映をして履行

を確保していくと、そういう仕組みになっているものでございます。 

 続いて中身に入らせていただいて、次の 5 ページを御覧ください。これは我々がリスク

マップというふうに呼んでいるものです。左の図を御覧いただきたいのですが、これは 1F

の構内にありますさまざまなリスク源を定量的に評価しまして、これをプロットしたもの

になります。縦軸に潜在的な影響度というふうにありますけれども、これが一言で申し上げ

れば、潜在的な危険性だというふうに御理解をください。それから横軸に管理重要度という

ふうに書いてありますけれども、これは一言で申し上げれば、閉じ込めの可能性であるとい

うふうに御理解ください。従って、この図で右上のほうにいけばいくほど潜在的な危険性が

高く、かつそれの閉じ込めが難しいと、そういったものについてリスクが高いというふうに

評価をいたしておりまして、逆に左下のほうに行けば行くほどリスクは小さいという位置

付けになります。 
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 右上のほうに赤く色付けをされたプロットがございます。プール内の燃料あるいは建屋

内の滞留水については非常に高いリスクになっておりまして、喫緊の課題であるというふ

うに考えています。そのやや左上のところ、燃料デブリについては黄色く色付けがされてお

りまして、ほぼ同様のリスクレベルだというふうに考えておりますが、閉じ込めの可能性に

ついては、プール燃料がむき出しのプールにあるのに対して、燃料デブリについてはまがり

なりにも格納容器の中にあるという意味で、閉じ込めの程度に一段格差があるというふう

に考えております。これが、我々が周到な準備をした上で取り組むべき課題だというふうに

位置付けております。 

 幾つか緑色の色付けされたリスク源がありますけれども、いずれも廃棄物です。これらに

ついては、今足元で喫緊の対応が必要なわけではないですけれども、いずれ廃炉の工程の中

では、より安定化をし、リスクを下げていくべきものというふうに位置付けております。 

 図の中で左側、ちょっと印刷の関係で青い色があんまり出ていないかもしれないですが、

図の左側のほうに青く長方形にカバーされた領域があるかと思います。こちらは既存の原

子力発電所等を含めても、既に工学的に十分に安定管理の手法が確立をされた領域でして、

こちらにある以上は安心して、リスクとしては安定管理されているものであるというふう

に位置付けております。 

 従って 1F の廃炉というものを少し鳥瞰（ちょうかん）してみますと、こういうさまざま

なリスク源について、優先順位を付けながら、この左側の青いカバーされた領域に位置付け

を変えていく、それが大きな、全体を見た上でのリスク低減でありますし、1F の廃炉とい

うものであろうというふうに考えています。 

 ちなみに右の図が昨年公表させていただきましたリスクマップでして、こちらとの比較

で言いますと、左の図で赤く色付いているものが、その変化になります。右上の共用プール

のほうでは、3 号の共用プール内の燃料が移送されておりますので、3 号のリスク源が消え

ております。それから建屋内の滞留水も、これは処理が終了しておりますので、部分的では

ありますけれども、位置付けが少し、量が下に下がっております。それから下のほうで、フ

ランジ型のタンク内の残水が処理終了しましたので、位置付けが少し下がっているという

変化があります。このそれぞれのリスク源を左側のブルーの領域にどんな具合にこれを下

げて、左に寄せていくのかというその方向性が、我々の、以下御説明申し上げます、技術戦

略と課題と対応の方向性ということになります。 

 少し飛んでいただきまして、9 ページを御覧ください。まずは先ほど黄色く位置付けてお

りました、燃料デブリの取り出しです。主な目標としましては 2 つありまして、1 つが、試

験的な取り出しというものが、コロナウイルスの影響で今 1 年程度の遅れに何とかとどめ

ようという状況にありますけれども、この作業をきちんと進めていくこと。それから 2 つ

目の矢尻にありますように、規模を拡大していくにあたっては、収納・移送・保管の方法を

含めてきちんと検討を進めていくというところが目標になっています。 

 次の 10 ページを御覧ください。試験的取り出しの概念図が右下のものになります。ちょ
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っと色が見づらいかもしれないですけれども、この赤いライン、エンクロージャーというふ

うに書いてありますが、この図の右側が原子炉に当たっておりまして、赤い箱を原子炉にく

っつけまして、その中から取り出し装置が中に入っていくという、そんな構造になっており

ます。これまでの閉じ込めのラインが、緑色の X-6 ペネトレーション、接続部のところが閉

じ込めのラインだったのに対して、この取り出しによって赤いラインに大きく変更をする

ことになります。これはその左側の図にもありますけれども、これは今後のデブリ取り出し

の基本的な構造になっておりまして、我々としては今回の試験的取り出しを、試験的ではあ

っても、この閉じ込めのラインを変えるという意味において、非常に大きい一歩を踏み出す

ものだというふうに位置付けております。 

 その観点から、次の 11 ページを御覧いただきたいですけれども、1 つ目の矢尻にありま

すけれども、もちろん廃炉はできる限り迅速に行うべきものであるというふうに考えてお

りますが、今回閉じ込めのラインを変えていくということを踏まえますと、十分安全確保を

尽くして、モックアップ試験等を実施して、急ぐは急ぎますけれども、とにかく安全第一で

進めていくべきであろうと。そのためにも、2 つ目の矢尻にありますように、装置を製作し

ましたイギリスの技術者との情報共有であるとか意思疎通を円滑に行って、万全のバック

アップ体制で取り組んでいくべきであろうというふうに考えているところです。 

 続きまして 12 ページ以降が、今度は規模を拡大した取り出しについての考え方です。13

ページを御覧いただきたいですけれども、右下のほうに考え方の図がございます。アイデア

の段階から 1 次スクリーニング、そして候補リストを複数用意した上で、さらに有望な工

法を絞り込んでいくと、つまりいろんなものから、さまざまなものから、きちんと一個一個

丁寧に絞り込んでいくということが大事であるということを申し上げております。 

 続きまして、14 ページを御覧ください。廃棄物対策に関する主な目標です。1 つ目の頭

に掲げておりますけれども、2021 年度ごろまでを目途といたしまして、固体廃棄物の処理・

処分方策とその安全性に関する見通しを示すと、これが中長期ロードマップで求められて

いる requirement になります。その具体的な中身が、さらに中長期ロードマップでは因数

分解をしておりまして、その下に a、b、c とありますけれども、固体廃棄物の物量低減に向

けた考え方を示すということ、それから分析・性状把握を効率的に実施する方法を開発する

ということ、さらに固体廃棄物の処理・処分方法を選定するための方法、つまり決め方をき

ちんと確立をしておくということ、この 3 つが今回求められている中身になります。 

 次のページ、15 ページを御覧いただきたいですけれども、まず右側に図がございます。

これは物量低減に向けた考え方、基本的なポリシーを整理しました。廃棄物ヒエラルキーと

いうふうに我々は呼んでいますけれども、まずは発生抑制であろうと、続いて廃棄物そのも

のの量を最小化していき、さらに再使用であるとかリユースを尽くして、リサイクルを尽く

した上で、最終的に処分をするという場合でも、できる限り減容をして処分をしていくと、

こういった考え方を整理したところです。 

 16 ページですけれども、分析・評価手法につきましては、前処理を自動化するなど、従
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来に比べて非常に簡易に分析をする手法を確立しております。さらに、16 ページの後段で

すけれども、処理・処分方法を合理的に選定するための選定方法を確立するというところに

つきましては、丸 1、丸 2、丸 3 とありますけれども、一言で言えば、決め打ちをしないで

複数のまず処分方法を考えてみると、それに合わせて今度は複数の処理方法を考えて見る

と。丸 3 にありますように、その順列組み合わせを一つ一つ評価をしながら、決め打ちをせ

ず、それを何度も繰り返すことで最も適切な処理・処分方法を作っていく、そういうやり方

を確立したということになります。こういった 3 つのことを通じて、現時点における、では

ありますけれども、廃棄物についての安全性の見通しを取りまとめているというふうに考

えているところです。 

 続きまして、19 ページを御覧ください。汚染水対策に関する目標と現状です。主な目標

といたしまして、2025 年内に汚染水の発生量を 100 立米/デイ以下に、そして 22 年から 24

年度には、建屋滞留水を 20 年末の半分程度に低減をするということが目標として掲げられ

ております。 

 20 ページを御覧いただきたいですが、まずは建屋滞留水の低減に伴いまして、1 つ目の

矢尻にありますけれども、α核種が幾つか散見をされるようになってまいりました。これに

伴いまして、少し今後新しいステージに入る可能性もあるので、いろんなサンプルをしっか

り取って、対策をきちんと講じていくということが重要だというふうに考えております。 

 21 ページを御覧ください。ALPS 処理水についての戦略です。主な目標としましては、

今年 4 月に政府が基本方針を公表しておりますので、これに則って物事を進めるというと

ころで、その下に、東京電力がこの 8 月にたたき台として公表したシステム概念図を掲げ

ております。現在これに基づいてさまざまな調整が進んでいるというふうに了解をしてお

りますが、こういったたたき台であったとしても、技術的な何か課題があればきちんと指摘

をするというのが我々の役割だというふうに考えておりますので、次のページに評価をま

とめております。 

 22 ページを御覧ください。1 つ目の矢尻ですけれども、公表された政府の方針というも

のは国際的な考え方にも則っておりまして、廃炉作業の持続可能性を確保するという観点

から、非常に重要な判断であるというふうに考えております。 

 2 つ目の矢尻ですけれども、現在たたき台として公表されているシステムそのものについ

ては、内外の実績に準拠したものであって、そのシステムそのものとして大きな問題はない

のではないかというふうに考えています。むしろそれをきちんと運用をしていくというこ

と、またそれの運用を確保する体制を確立するというところこそが重要であろうというふ

うに考えているところです。 

 3 つ目の矢尻です。実施計画の確実な運用に向けては、IAEA 等の第三者による確認やモ

ニタリングなど、運用の透明度を高めていくことが必要であるというふうに考えていると

ころです。 

 トリチウムにつきましては、これまでも各国で、環境中に薄めて放出をするという取り扱
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いは実績がだいぶあります。他方で、多くの皆さまが、事故由来の ALPS 処理水について

実績のあるトリチウム放出というものと同じように考えていいのかというところについて

御不安をお持ちだということについては、よく理解をできます。従いまして今回、放出に向

けて今動いております ALPS 処理水というものが、実績のある環境中へのトリチウム放出

というものと同視し得るのかというところを技術的にクリアにするということがポイント

であろうというふうに考えておりまして、その意味で、システムと、そして運用そのもので

きちんと第三者の目線を入れて、透明なものにしていくということが大事であろうという

ふうに考えているところです。 

 続いて 23 ページを御覧ください。プール燃料の取り出しに関する戦略になります。主な

目標としては、1 号機については 27 年から 28 年、2 号は 24 年から 26 年に燃料の取り出

しを開始すると。3 号については今年 2 月に完了をしているところです。 

 戦略につきましては、1 号 2 号とも、今きちんと、まずは安全を尽くして、十分な準備を

進めていくというところが重要だというふうに考えているところです。 

 25 ページ以降は、今申し上げたような技術的な課題と対応について、戦略を具体化する

ために必要な環境整備を整理しております。25 ページには、分析の重要性を指摘しており

まして、とりわけ分析技術者の確保と育成について重要性を指摘しています。 

 26 ページは、研究開発の取組が重要だと考えておりまして、東電の現場ニーズを反映し

た研究開発が進められるということを重視しています。 

 27 ページには、東電のプロジェクト管理体制の確立を求めているところですし、28 ペー

ジでは国際連携の重要性を求めているところです。 

 最後、29 ページをお開きください。地域共生になります。1 つ目の矢尻にありますよう

に、1F 廃炉の大原則は、復興と廃炉の両立であるというふうに考えておりまして、廃炉産

業が活性化をする、廃炉を進めることによって、併せて地域の復興が進むということが非常

に重要であろうというふうに思っております。既に東電は、下に丸 1、丸 2、丸 3 というふ

うにありますように、基本的なポリシーを公表しておりまして、地元企業の参画の拡大、そ

れから地元企業のステップアップをサポートしていく、さらには新規産業を創出するよう

な、そういった取組を進めていこうとしておりまして、今後につきましては、下にあります

矢尻です。まずは地元企業の皆さんが受注しやすくなるような、そういう情報の開示と提供

の方法を考えるとともに、2 つ目の矢尻ですけれども、自治体をはじめ、イノベ機構、ある

いは相双機構等としっかり連携をして取り組んでいくことが大事であろうというふうに考

えているところです。 

 続きまして、資料 4-2 を御覧いただけますでしょうか。国際フォーラムの結果について御

説明申し上げたいと思います。 

 1 ページ目を御覧ください。リードのありますところ、1 つ目の丸です。そもそも地元の

皆さまの疑問や不安というものを、むしろ我々が教えていただくというところがありまし

て、併せてそういった疑問や不安に合わせて情報を提供したいと、そういう考え方に立って、
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それから 2 日目については、内外の専門家が最新の進捗・技術的成果を共有するために、10

月 31 日、11 月 1 日と、2 日間でフォーラムを開催させていただきました。初日については

浪江町に大変お世話になりました。それから 2 日目については、いわき市でやらせていた

だいております。2 日間、全体としてはおおむね 500 名弱、そのうち県内の方がおおむねま

たその半分程度という参加者をいただきました。本当にいろいろとありがとうございまし

た。 

 2 ページ目を御覧ください。初日の結果概要です。メインのセッションとしまして、1F と

地域の未来を考えるということをテーマにしまして、高校生を含めた地元の皆さまから寄

せられた廃炉についての率直な不安であるとか、疑問あるいは考え方等について、資源エネ

ルギー庁あるいは原子力規制庁、それから東電、海外有識者、そして我々機構のほうから回

答をするような形でパネルディスカッションを実施しました。率直に申し上げて、高校生は

非常にシンプルで、でも胸を突かれるような質問が多く、非常に印象に残ったセッションで

した。 

 3ページ目を御覧ください。2日目の結果概要になります。メインセッションとしまして、

福島第一発電所の廃炉の安全というものを、普通の安全と違う、事故炉の安全というものに

ついて名古屋大学の先生から基調講演を行うとともに、海外の有識者からプレゼンを受け

た上で、規制庁それから我々NDF、東電、有識者がパネルディスカッションを行ったとこ

ろです。 

 非常に今後不確実な中で、安全を確保しながら、それでも物事を進めていくということの

丁寧さ、あるいは難しさみたいなものが少し浮き彫りになったセッションだったかという

ふうに思っています。いろいろと御協力をありがとうございました。来年は夏を目途に、今

度は大熊町さんでお世話になりまして、2 日目はまたいわき市さんにお世話になりたいとい

うふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。以上になります。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。続きまして、次の議事に移らせていただきます。資料 5 に沿い

まして、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における ALPS 処理水

の処分に伴う当面の対策の進捗と今後の対応について、事務局より御説明をさせていただ

きます。 

 

○須藤 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 事務局を務めております、資源エネルギー庁の須藤でございます。資料 5 に基づきまし

て、御説明を申し上げます。恐縮です。着座にて御説明をさせていただきます。 

 1 ページを開けていただきまして、この資料の構成でございますが、左側にこれまでの取

組が書いてあります。4 月に政府方針が決定され、8 月に当面の対策が決められております

けれども、これまで何をやってきたかを整理したのが左側です。この中には、ここに御出席
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の皆さまをはじめ、さまざまな意見が反映をされています。右側が今後の取組、これから行

っていこうというものです。年末を目途に行動計画を作成する予定としておりますけれど

も、まさにここにつきまして、今日、ぜひ皆さま方から御意見を頂戴できればということで

ございます。 

 資料の構造としては、青色で書いてあります 1 番目、風評を生じさせないための仕組み

づくり、それから赤色で書いてあります、風評に打ち勝ち、安心して事業を継続・拡大でき

る仕組みづくり、この大きくいって 2 つの構成で当面の対策はできておりますけれども、

各項目ごとにどのように取り組んできて、今後何をやっていけばいいかを整理したもので

す。 

 早速ですが、中身に入ってまいります。時間の関係上、飛ばし飛ばしの説明となることを

御容赦いただければと思います。 

 2 ページでございます。基本方針を順守した具体的な処分計画の策定というところですが、

実際の処分計画の策定ということで、左側の今後の取組の令和 5 年春のところを御覧いた

だきたいと思います。処分をする際どんなことが必要になるかということですけれども、ま

ず東京電力および JAEA といった第三者機関が、希釈前のトリチウム、トリチウム以外の

放射性物質の濃度を確認・測定をいたします。そして放出前に希釈がきちんとできているか

確認をし、さらにタンク群ごとに放出開始前、あるいは放出中の濃度の測定を行い、そして

地元自治体の御協力の下、測定時のサンプル採取の適切性等について確認をし、さらに年度

ごとに毎年、来年どのように処分をしていくか、トリチウムの量を可能な限り少なくしてい

くことを行っていくということです。これが流れでございます。 

 この流れをできるだけ安全に行っていくということですが、3 ページ目を御覧いただきた

いと思います。この下の表のほうで御説明を申し上げていきますが、先ほど東京電力から御

紹介がありますように、人および環境への影響については、東京電力は検討状況を今週発表

いたしました。これに対して右側、今後の取組ですけれども、この評価について、IAEA あ

るいは規制委員会といった第三者がチェックをし、修正・補強をしていく、第三者もきちん

とチェックを入れていくというところでございます。 

 それからその下の海洋拡散シミュレーションにつきましても、同じように先ほど東京電

力から御紹介がありましたけれども、このシミュレーションはあくまでシミュレーション

ですので、このシミュレーションに沿って流れていくかということを海域モニタリングで

確認しようということ。 

 さらに魚類等の飼育がございます。右側にありますように、まずは普通の海水で飼った後、

来年夏ごろには希釈した ALPS 処理水で飼う。普通の海水と希釈した ALPS 処理水でお魚

の状況を比較することで安全性をお示ししていこうというものです。 

 4 ページ目に参ります。4 ページ目は、第三者のチェックを入れるということで、右側、

見出しだけ御覧いただければと思います。原子炉等規制法に基づく審査について、規制庁が

行います。それから IAEA による規制レビュー、規制が適正に行われているかということ
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も IAEA に見てもらう形で、第三者のチェックも入れながら進めてまいります。 

 次の 5 ページ目に参ります。モニタリングでございます。実際処分された後、安全が保た

れているかについては、環境省がモニタリングの調整会議を行っております。右側ですが、

来年 3 月ごろには総合モニタリング計画を改定いたします。さらに来年春ごろから、海域

のモニタリングを開始いたします。処分前と後、ビフォーアフターを、季節変動もあります

ので、しっかりチェックできるようなタイミングで開始をしていくということでございま

す。 

 6 ページ目に参ります。今度は水産物です。海じゃなくてお魚のほうですが、お魚のほう

は、右側の下のほうにありますが、新たにトリチウムも対象として水産物のモニタリングを

行います。 

 7 ページ目に参ります。国際機関との緊密な連携ということですけれども、昨日新聞でも

発表されておりますが、12 月に IAEA の処理水の安全評価派遣団が来日をいたします。さ

らに来年以降も、下線が引いてあります。国際的な安全基準に照らした専門的な評価を実施

していくと。またモニタリングも、各検査機関が取って比較をする。こういったような分析

機関の能力の確認も行うことにしています。 

 8 ページ目は国際機関との連携で、左側を御覧いただきたいと思います。今月行われまし

た IAEA の事故後 10 周年のセッションで、萩生田大臣がビデオメッセージを送ったり、あ

るいは左の一番下ですけれども、廃炉国際フォーラム、今御紹介がありましたけれども、こ

こで OECD にも参加してもらって、学生たちと未来に向かって議論をしたというようなこ

とを行っております。 

 次の 9 ページ目に参ります。放出前に第三者のチェックを入れるということで、左側、令

和 3 年 10 月で書いてあります、JAEA、日本原子力研究開発機構が第三者の分析を行う体

制をつくっていくということで、実際に、右側でございますけれども、令和 4 年にはその評

価の仕組みをつくっていくということでございます。さらに、このページの左下にあります

ように、測定時のサンプル採取等については、地元自治体にもぜひ御協力をいただきたいと

思っていまして、実際に立ち会っていただくなどを行っていければと思っております。 

 10 ページ目から各種の説明が並んでおります。10 ページ目の、左側に、記者ブリーフィ

ング、あるいは自治体への説明というようなことが並んでおりますが、こういった形でさま

ざま説明をしていく、あるいはこの左下には、先ほど御紹介した、東京電力が安全確保のた

めの設備や運用について公表しておりますけれども、これも出して御意見を伺って、さらに

対策を充実していく、こういうことを行っていくと。情報発信については、繰り返し粘り強

く行っていくことを想定しております。 

 11 ページ目も説明の部分でございますので、今日は説明を割愛させていただきますけれ

ども、さまざまな角度からさまざまな団体への説明を続けていきます。 

 12 ページ、13 ページに行きます。13 ページの下ですが、公正な取引の徹底ということ

で、左側の一番下に、買いたたきが行われていないかの確認とあります。処理水の処分を理
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由に不当な取引が行われないように、これは右側にございますように、資源エネルギー庁が

きちんとヒアリングをしていくということ。なかなか告げ口するようで伝えにくいという

ようなことはあろうと思いますけれども、我々もそういう手法は各種ありますので、秘密を

守りながらきちんと行っていくことを考えております。 

 14 ページに参ります。右側です。大消費地への対応ということで、令和 3 年 12 月に書い

てありますのは、食品流通・小売り・飲食といった方々にきちんと御理解をいただくという

ことで、Q&A 集を作ってお配りをする。もちろん色々なところで説明はしていきますけれ

ども、それだけで足りない場合があると思いますので、Q&A を作っていく。さらに、その

下にあります、12 月と書いてありますが、12 月 4 日に東京でシンポジウムを行うことにし

ております。これは全国の方々に、この廃炉・復興・処理水に関心を持っていただきたいと

思っておりまして、幅広く廃炉・復興について御説明する中で、処理水もきちんと説明をす

ることを行っていこうと思っております。この 12 月の 3 つ目のポツでありますように、シ

ンポジウム終了後、登壇者・県関係者・来場者による交流会を実施して、県産品の消費拡大

に努めることも考えております。 

 次の 15 ページに参ります。消費者への情報発信の事例が並んでおります。これもさまざ

ま書いてありますので説明は割愛いたしますが、左側、目で追っていただきたいのは、例と

いうところで経済産業省が載っております。これは私ども当然やってまいりますけれども、

復興庁という文字、それから次の 16 ページでは、環境省、消費者庁という文字が並んでお

りますが、各省でそれぞれの立場での御説明の際に処理水も取り上げていただく政府横断

的な取組を行うということでございます。 

 また、このページの一番下では、福島県内外の車座、セミナーという言葉があります。私

ども、車座を重視していきたいと思っておりまして、さまざまな形で小規模な話し合いも通

じて、より御理解を深めていく活動を進めていければと思っております。 

 それから次の 17 ページは、食品全般の話になりますが、検査結果を、きちんと検査する

だけじゃなくて、公表をしていくということ。それから 17 ページの下のほうは、視察・座

談会ですが、下のほうには、東京電力においてもとありますが、当事者である東京電力もさ

まざま工夫をして視察の受け入れを増やしていく取組を行っておりますし、これをさらに

充実していくということでございます。 

 18 ページにつきましては、ちょっと重なりますので割愛をいたしますが、販売員の方を

含めて幅広く御理解をいただく、そういうようなことを目指してまいります。 

 それから 19 ページ目以降は、時間の関係で見出しを追っていただく形になりますが、左

側、出前授業です。高校生などを対象に出前授業を行っております。あるいは高校生の参加

するワークショップなども行っております。さらには放射線副読本に ALPS 処理水に関す

る記載の追加を予定しておりまして、さらに来年に向けて周知をしていく。そして、修学旅

行等の教育旅行への取組も行っていくということを考えております。 

 20 ページは、これは地元自治体、福島県の自治体が対象でございますけれども、自治体
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が風評に負けないよう魅力を発信する、そういう取組を応援する制度を新しく復興庁が作

っておりますので、これらも推進をしていきます。 

 それから 21 ページ目が、誤解を生じさせない情報発信の徹底ということです。これは左

側の一番上にあります。令和 3 年 4 月に ALPS 処理水の定義の明確化、使い分けの徹底と

あります。汚染水と処理水が一緒くたに議論されてしまうようなこともございます。こうい

ったことについては定義付けをいたしましたけれども、改めて周知に努めていきます。 

 そして 22 ページですが、左側でございます。復興庁が風評に関する調査・分析業務を開

始、あるいは資源エネルギー庁においても風評影響調査の関連事業を開始しております。ど

ういう仕組みで風評が起こっているのか、風評対策の効果はどうだろうかということをい

ろんな形で調査をして、より改善に努めていくことを考えております。 

 23 ページは飛ばします。 

 24 ページ目以降が、国際社会への発信です。見出しを追っていただく形になりますが、

在外公館等からの説明の強化。外国にあります日本大使館からさまざまな形で、ほぼ全世界

の国に説明をしておりますけれども、こういう取組の強化。さらには日本にあります在京大

使館への説明。下側でございます。 

 そして 25 ページ目は、広報媒体を使ってということで、ユーチューバー等も含めて発信

をする。さらには、25 ページの下側では、日本政府観光局が観光で興味のある方々への情

報発信も行うような取組を行っております。さらにこれを強化するためにどうしていくか。

繰り返し粘り強くやっていきますけれども、そういったことについて御意見を頂戴できれ

ばと思います。 

 26 ページについては、今までの説明と重なりますので、飛ばさせていただきます。 

 27 ページ目が、海外の報道機関・インフルエンサー等への情報提供でございます。これ

も左側を、目で追っていただければと思います。在京の海外メディアに対する説明会を繰り

返し行っております。あるいはオリパラがございました。その際のメディアへの説明。そし

て 11 月で県を越えた移動ができるようになってきましたので、在京外国プレス向けのツア

ーといったようなものを開催することにしております。 

 そして次の 28 ページ、左側の下ですけれども、復興庁において、海外における広報戦略

の立案および情報発信業務ということで、戦略も作りながら、右側にありますような対策を

どんどん充実をしていこうとしています。 

 29 ページ目は飛ばさせていただきます。 

 30 ページ目が、これも御関心が高い方が多いと思います。輸入規制への対応です。政府

方針決定後、左側にありますが、5 月にはシンガポールの輸入規制撤廃、9 月にはアメリカ

による輸入規制の撤廃がありますが、まだまだ残っている国がございます。より減らすよう

に、あるいは処理水の関係で増やさないように、最大限の外交努力を続けていくものです。 

 それから 31 ページ目以降は、風評影響の把握ですが、説明が重なりますので飛ばさせて

いただきます。 
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 32 ページ目の対策 7 のところからですが、被災地における水産業の事業継続・拡大のた

めの支援です。水産業に関しては、これまでサプライチェーン、生産・流通・小売り・仲買

とか、水産加工を含めてですけれども、この全体で強くならなければ水産業の復興はないの

だという御意見を頂戴しております。こういった基本姿勢に基づいて、アの「がんばる漁業」

の右側で書いておりますが、漁業者に使いやすい制度となるように手続きの改善を進めて

いく。これもいろいろ御地元で頂いた意見をもとに、水産庁で検討をされています。 

 続く 33ページにまいります。エの水産業の共同利用施設の整備に対する支援の拡充です。

これは仲買・加工の方々、なかなか魚も減ってきて、今厳しい状況にありますけれども、こ

ういった方々を含めて、効率的で付加価値を付けられる、そして衛生的な環境の提供が重要

になってくるかと思いますので、こういったことも検討していきたいと思います。さらに、

オのところです。右側ですが、水産業の後継者対策、こういったことについても充実をして

いくということです。 

 34 ページ目が水産加工・流通ということですけれども、上に書いてありますのは、個別

にハンズオンで、さまざまな取組を応援するという水産庁の制度です。そして販路拡大とい

うところですが、これの 2 行目にあります、主要消費者市場に向けて共同出荷等を行う取

組、例えば大阪とかに共同で出していくことへの応援なども続けていければ、充実していけ

ればと思っております。 

 次の 35ページの右側では、福島県内の水産消費地市場における充実というのがあります。

これも福島とか郡山とかを含めて卸の応援をしていくということ。そして、エで書いてあり

ます、公益社団法人福島相双復興推進機構による取組ということですが、この福島相双復興

推進機構が個別に各社を回って、さまざまな販路拡大等の応援をしていますが、水産業につ

きましてもちょうど開始をしたところです。主な実績で、関西の量販スーパーとの取引が内

定とか、まだ一個一個、外に出せる段階ではないですけれども、実績を上げつつあるという

ことでございます。 

 36 ページは、常磐もののブランド化でございます。今日も今朝の全国放送の旅番組で、

小名浜のサンマ、常磐ものの紹介がありましたけれども、東京のスタジオが大興奮でしたが、

こういう常磐ものの PR をしっかり、ブランドづくりをしっかりやっていくということで

す。 

 37 ページ目以降は、農林あるいは商工・観光といったところの対策でございます。アで

書いてあるのは、まず検査の実施ということで、さまざまな食品あるいは製品の安全性をし

っかり測って発信をしていく。イで書いてあるのは、福島県で GAP や JAS といった取組

を行っておりますので、その取組を強化していく。さらに、38 ページのエのところですが、

福島県で商談会、オンラインの販売などを行っています。こういった県の取組も連携して、

ぜひ応援をしていければと思っております。 

 そして 39 ページの上のほう、6 次化に向けた事業者間マッチング等支援事業ですけれど

も、これは先ほど御紹介した福島相双復興推進機構で、農林・商工といった部分で実績を積



参考資料３ 

 25

み重ねてきておりますが、より対応を充実させていくことを考えおります。 

 続いて 40 ページでございます。森林の関係です。木材製品について、右側のほうで、自

動測定装置および非破壊検査装置の設置とありますが、森林についてもだんだん復興を遂

げてくるところですので、こういった形での安全性の応援を行っていく。 

 それから 41 ページ目ですが、ホープツーリズムへの応援を記載をしてございます。これ

も時間の関係で見出しだけの御紹介にさせていただきますが、ホープツーリズムの応援。そ

して、イで書いてありますのは、今観光庁のほうで予算要求中ですが、マリンスポーツ、あ

るいはマリンの関係の観光のブルーツーリズムの応援をするということを今調整中でござ

います。 

 42 ページ目は飛ばさせていただきます。 

 43 ページ目に観光の取組、交流人口拡大の取組をさまざま載せさせていただいておりま

す。左側のほうで御紹介をしていきます。まず交流人口拡大のために、プロジェクト創出の

場ということで、具体のプロジェクトを作る取組を行っております。その下、そのプロジェ

クトを作った際に、コンテンツを磨き上げていく、観光資源を磨き上げていくことへの補助

事業をちょうど開始をいたしました。 

 さらに今月から QR コード決済で、浜通りで消費をするとポイントバックがある仕組み

をやっています。こういったデータからどういう形のプロモーションが有効か、そしてさら

に、今月は日本旅行業協会と連携して、とありますが、大手旅行会社の商品作りをする人た

ちに浜通りに来てもらって、観光資源を見てもらいました。どんどん実際の商品に作り上げ

ていこうというものでございます。 

 44 ページ目は、会津や中通りも対象にして、中小機構、JETRO による特別相談窓口の設

置、あるいは、下のほうであります、復興支援アドバイザー、相談を受けて、必要があれば

アドバイザーが無料でお伺いするというような形をつくっております。 

 そして 45 ページ目が JETRO です。JETRO も海外での売り込み、地方企業は海外での

売り込みが今成功してきております。JETRO も実績を積み重ねてきておりますので、御活

用いただければと思います。 

 46 ページの左側でございます。これも逐一御紹介はいたしませんけれども、東京電力自

身も風評被害に全力を挙げて取り組むということで、幾つか例を挙げております。今東京、

日比谷公園で、福島の「お魚まつり」をやっておりますけれども、こういったようなことに

も協力をしているということでございます。 

 47 ページ目以降がセーフティーネットについての説明です。47 ページ目は、水産物につ

いて急な価格変動があった場合の基金。いったん買い上げて倉庫等に保管する、あるいは流

通販路を拡大するということにつきまして、昨日決定をいたしました経済対策に盛り込ま

れております。これから具体化をして、使える制度にしていければと思っております。 

 48 ページが賠償の話でございます。左側に記載がありますが、4 月には経済産業省に処

理水損害対応支援室をつくりました。東京電力も専用ダイヤルを設置しています。これから
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各業種・業態に合わせて、東京電力のほうで調整に入ってまいります。その際には、正直今

まで御不満も多く聞いておりますので、経済産業省も参画をしていこうということです。 

 49 ページは飛ばさせていただきます。 

 50 ページは新規の技術についてです。トリチウムの分離技術ですが、右側にございます。

これは率直に言いまして、今まで各種やってきて、相当難しい部分がございます。難しい部

分はありますが、今後の長期の廃炉の過程の中で、しっかり注視をして将来の実用化に向け

て有望な技術があれば取り入れていくということ。 

 そして 51 ページ目、汚染水の発生量の削減。これは大本の対策としてフェーシング、建

屋の屋根をふさぐといったようなことを続けていくということを記載させていただいてお

ります。 

 最後の 52 ページ目がスケジュールですが、一番下だけ御覧いただければと思います。年

内を目処に、目途にということですけれども、第 3 回の閣僚会議を開きまして、放出後も含

めた行動計画を策定してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。御説明については以上でございます。 

 それでは質疑応答のほうに移りたいと思います。御発言を希望される場合は、ネームプレ

ートを立てていただくようにお願いたします。順次こちらから御指名をさせていただきま

す。なお進め方といたしまして、数名の方から御発言をいただいた後に、いったん国、東京

電力のほうからそれぞれ御回答させていただくという形で進めさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。それでは福島県の鈴木副知事よろしくお願いいたします。 

 

○鈴木 福島県 副知事 

 福島県の鈴木でございます。私のほうから何点か申し上げます。1 つは凍土遮水壁の件で

すが、これは県民の関心も非常に高いのですが、今回の温度上昇の原因については早急に究

明をしていただいて、必要な対策を講じて、県民にも分かりやすく説明をいただきたいとい

うふうに思います。あと当然、第一原発における相次ぐトラブル、これは非常に多くの県民

が不安を感じておりますので、その未然防止の徹底に努めていただきたいと思います。 

 それから今回示されました放射線影響評価結果につきましては、今後 IAEA など第三者

からの評価があるわけでありますので、それらを踏まえ適時見直しを行っていただくとと

もに、国内外の理解醸成、これをしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 それから ALPS 処理水の処分について 4 点ほど申し上げますが、1 つは正確な情報発信、

風評対策についてであります。今回、先ほど説明がありましたように、IAEA との連携、そ

れから国内外への説明などを、関係省庁が一丸となって進めているというふうに御説明い

ただきましたが、今後ともぜひとも関係団体等へ丁寧な説明を重ねて、頂いた意見を反映し
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ながら、事業者の皆さんが安心して事業を継続できる真に実効性ある行動計画を作ってい

ただきたいと思います。 

 2 点目は環境モニタリングであります。これは ALPS 処理水の海洋放出に係る影響調査

については、極めて軽微という評価結果が出されておりますが、国民・県民に安心感をしっ

かりと持ってもらうために、特に処理水の放出前後において、海水などを幅広くモニタリン

グし、具体的にデータで確認をしていく必要があると思います。今回東京電力が示されまし

た海洋における拡散シミュレーション結果を踏まえ、関係機関において具体的なモニタリ

ング計画をさらに進めていただきたいと思います。 

 3 点目は原子力損害賠償であります。今、賠償に関する基本的な考え方を関係団体の説明

を随時実施していると聞いておりますが、それぞれの意見を十分に丁寧に聞き取りいただ

いて、理解が得られる分かりやすい基準を作成していただきたいと思います。特に被害者の

方々の負担にならない基準でお願いをしたいと思っておりますし、被害の実態に見合った

賠償が適切になされるよう、国、東京電力に最後まで責任を持っていただきたいと思います。 

 4 つ目は、最後に先ほど説明ありました、トリチウムの分離技術であります。なかなか難

しいという話もありましたが、処理水の取り扱いは非常に長期間にわたりますので、その間

にも新たな処理技術の進展も期待できるという観点から、ぜひ取り組んでいただきたいと

思っています。国においてもその技術の動向を追っているという話もありましたが、これは

国も自ら主体性を持ってトリチウムの分離技術の研究開発を進めるくらいの気概を持って

ぜひとも取り組んでいただきたいと思いますし、今、東京電力の説明に若干なかったので、

東京電力のほうでもその分離技術の取組については、今どういう状況にあるのか、そこをで

きればお話しいただきたいと思います。私のほうからは以上です。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。続きまして、いわき市の内田市長、よろしくお願いいたします。 

 

○内田 いわき市 市長 

 いわき市長の内田広之でございます。9 月 28 日から就任いたしまして、初めての参加と

なってございます。今日は説明をありがとうございました。全体を通して感じましたのが、

まず初めに、今後のスケジュールのところでお示しいただきました令和 5 年春に放出とい

う方向性に関しまして、ちょっと突然だったので驚いているというところが実態でござい

ます。 

 これまでの経緯を申し上げますと、やはり 2015 年に国、東京電力におきまして、関係者

の理解なくしていかなる処分も行わないというような前提で決定がされております。その

前提で、この 4 月に 2 年後に放出しますというようなことが決定されまして、その後関係

者間で合意のプロセスを経てきたわけでございますけれども、まだまだ合意の途上である

というふうに私どもは認識してございます。 
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 先ほどの御説明の中で、例えば漁業、農水業、農林業関係者に対して 60 回の説明、そし

て流通業者に対して 30 回の説明ということでデータがございましたけれども、やはり重要

なのは、どれくらい説明会を行ったというそのインプットではなくて、どれくらい合意を得

られたのか、そういうアウトカムであったり、アウトプットの部分であると思っております。

そういった合意形成の部分をしっかり今後も引き続き丁寧に行っていただきたいと、その

上で決定いただきたいということでございます。 

 今日もいろいろとデータの説明、議題の 3 でありましたり、5 のところでもスケジュール

ということで頂いてございます。その中で、例えばその被ばく量に関しまして、1 年当たり

2.1 マイクロシーベルトとか、自然界から受ける 1,000 分の 1 だ、そういう形での御説明を

いただいたところです。しかし地域住民の方の感覚からすると、そういう説明だとなかなか

実感を持ちにくいのかなというところがございます。今後合意を得ていくにあたりまして、

例えばですけれども、もう少し身近に実感できるようなエビデンス、我々も繰り返し、エビ

デンスでお示しいただきたい、科学的根拠をということで申し上げてきております。 

 なので、データに基づいて学術的にかなり積み上げられて、今日もポンチ絵を見せていた

だいたのですけれども、全体が非常に難しい内容になっておりまして、地域住民の方にも分

かるようなエビデンス、例えば、過去にもいろいろありましたけれども、レントゲン被ばく

量の大体どれくらいだとか。あとは、今日だと 1 年当たりのマイクロシーベルトで示して

いただいておりますけれども、地域住民からすれば、例えば 1 時間当たりのマイクロシー

ベルトというようなデータのほうがなじみやすいので、1 時間当たりに換算するとどうなの

かということですとか。あとは日本全国の他の地域の海水でもどんな状況に、マイクロシー

ベルトとか他の単位でもいいんですけれども、どういうような状況になっているのか、そう

いった観点でのエビデンスがあると住民に対しても理解が得やすいのかなというふうに感

じておりまして、そういった、対話を行っていく上でのエビデンスという意味で、あまり今

日の資料のような学術的で難しい内容だと、私も非常に、文系で大卒ですけれども、理系で

専門的にやってきた方には理解を得られるのかもしれないですけれども、なかなか難しい

内容だったなということで、もう少しかみ砕いた形で御説明をいただくと、住民と対話をし

ていく上でいい素材になるのかなということを実感しております。 

 あとは今後、エビデンスの示し方といたしまして、国際原子力機関、IAEA さんもレビュ

ーをされると伺っておりますので、そういったものも速やかに提示いただきたいなという

ふうに思っています。大変厳しい言い方になるかもしれませんけれども、地域住民からしま

すと、東京電力さんに対するこれまでの不祥事を踏まえますと、かなり信頼が厳しい評価も

ございますので、そういった第三者的な評価も併せて出していただきますと、非常に対話が

客観的な形で進むのかなということで感じてございます。 

 大変厳しい御意見を申し上げさせていただいたんですけれども、やはり対話を進めてい

くということが非常に重要だと思ってございますので、そういった意味で申し上げさせて

いただきました。 
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○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。続きまして福島県漁業協同組合連合会の野﨑会長、よろしくお

願いいたします。 

 

○野﨑 福島県漁業協同組合連合会 会長 

 県漁連の野﨑でございます。基本的には ALPS 処理水の海洋放出に反対するという立場

ではございますが、本日の議論の中で気になった点を御質問したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 まず東京電力の海洋放出に係る放射能影響評価の結果についての御報告ですけれども、

放出される放射性物質、仮想 ALPS 処理水によるソースタームという、IAEA に説明する保

守的な仮想の ALPS 処理水という御説明でございますけれども、どのぐらいあり得ないも

のなのかというものを、要するにあり得なさを明確に説明して、これはあり得ないものだけ

れども保守的に評価するんだというのを繰り返し発信していただきたいと思います。 

 それと ALPS 処理水の基本方針に関してですけれども、対策 2 のモニタリングの強化・

拡充、水産物のモニタリングの拡充についてでございますが、現在私どもが試験操業を終え

て本格操業に向かうに当たって、消費地における水産物スクリーニングマニュアルという

ものを徹底して、これによって出荷の際にそれぞれセシウムの検査を行いながら、消費者に

安心感を持ってもらうという形で進んでいますけれども、このトリチウムに関しての関係

で、この産地市場スクリーニングマニュアルとの関連性がちょっと見受けられないので、毎

回やれとは言いませんけれども、1 カ月に 1 回ぐらい、それに我々はちょっとトリチウムの

検査の知見も持っておりませんので、方法も持っておりませんので、このトリチウムのモニ

タリングと関連する立場で、何か我々と協議しながら規格を作っていただけるとありがた

いなと思っております。 

 3 番目は、この ALPS 処理水の基本方針に書かれてありますけれども、産地市場における

水産加工業者の設備の充実の支援等の御提案がございます。我々は漁業生産業者ですので、

なかなかこれと本当に完全に一致して進めていくというのが非常に難しいですけれども、

我々漁業生産業者側としても、この流通、サプライチェーンは非常に重要だと思いますので、

いっぱい協力して進めていきたいと思っております。 

 なかなか漁業者が行うという立ち位置にあると、実施主体の問題で難しい問題になろう

かと思いますけれども、我々は、多業種と言ってはおかしいですけれども、協働する中で一

緒に進んでいきたいと思いますので、国、県、市等も御協力いただいて、方法を模索してい

ただけるとありがたいなと思っております。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。他にもネームプレートを立てていただいておりますが、ただ今
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3 名の方から御発言をいただきましたので、ここでいったん切りまして、国、東京電力のほ

うからそれぞれ回答をさせていただければと思います。 

 

○須藤 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 まず国のほうからお答えをいたします。今日は御意見を承って、それを次の行動計画に反

映していくということですので、御意見についての御説明は短くという形で、恐縮でござい

ます。むしろ質問の部分を中心にお答えをさせていただければというように思います。 

 鈴木副知事あるいは内田市長からのお話の中で、分かりやすい説明、特に比較対象をしっ

かりすべきだという御指摘がございました。これは我々もまさにいろんな場面でいろんな

例えを考えているわけですけれども、正直万人が分かったというものはなかなか難しいと

ころもございます。こういうのは、内田市長から御指摘あったように、何回説明を重ねたじ

ゃなくて、説明会のたびに「これは分からなかった」とかのフィードバックを頂きながら、

より分かりやすい説明をぜひ追求をしていきたいと思います。 

 それから鈴木副知事からお話のありました賠償について、国、東電は最後まで責任を持つ

ということ、それから被害者の負担にならないようにというところ、これは私どもにとって

も非常に重要だと思っておりますので、しっかり対応させていただければと思います。 

 それからトリチウムの分離技術につきましても、国自身もさまざまな形で技術の調査を

したり、研究開発をしている人にコミュニケーションを取ったりしておりますけれども、よ

り、どういう形があるのか、また私どものほうも常に工夫をしながら進めていければという

ように思います。 

 それから内田市長から御指摘ございました、令和 5 年春ごろということですけれども、

これは政府決定で、2 年後を目途に海洋放出をするということで記載がございますので、単

純に 2 年後ということでございます。途中での、今御指摘がございました、理解なくして処

分はしないというところ、それからさまざまな形で理解を求めていく、あるいは風評にきち

んと打ち勝っていく体制をつくっていくということは大原則でございます。丁寧な手続き

をしっかりというところは私どもが一番していかなきゃいけないことだと思っております

ので、その点は改めてお伝えをさせていただければと思います。その上で、どういう部分で

安全性に抜かりがないようにするかということで今回記載をさせていただきました。そう

いうことでございますので、お伝えをさせていただければと思います。 

 あと野﨑会長からお話のありましたモニタリングの関係は、水産庁からお答えをいただ

ければと思いますけれども、水産加工業者の部分の充実というのは、漁業者の野﨑会長から

の御発言ということで、他業種というようなお言葉もございましたけれども、我々も今まで

も御指摘を受けて、やっぱり生産から消費まで、全体のこのサプライチェーンの中で弱って

いるところ、あるいはより元気になっていただきたいところを見つけて対応していくのが

必要かと思います。これについては、ぜひまた具体的な事例で御相談をさせていただければ

と思います。私のほうからは以上です。 
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○小野 東京電力ホールディングス（株）福島第一廃炉推進カンパニー プレジデント 

 東京電力の小野のほうから、いくつかお答えを申し上げたいと思います。まず鈴木副知事

のほうから御指摘いただきました凍土壁の温度上昇の件、これは今、鋭意原因究明に努めて

いるところでございます。これは皆さまの関心が非常に高い、御心配を掛けているというこ

とは我々もしっかり認識してございます。しっかりと原因を究明して、早く対策を打ってい

きたいと考えてございます。 

 それから情報の発信の件、これは鈴木副知事、また、いわき市長からも、分かりやすいと

いう情報発信、あと正確な情報発信の御指摘がございました。我々も、今日はちょっと資料

がかなり学術的な内容になってございますが、ここら辺はやっぱり分かりやすい、本当に誰

が見ても、一般の人が見ても理解ができる、そういうところをしっかりと今後は工夫してま

いりたいというふうに考えてございます。 

 あわせまして、野﨑会長のほうからありました、例えば仮想 ALPS の処理水というのは

どういうものかと、どのぐらい普通のものとかけ離れているか、これは我々もいくつか、実

際の ALPS の処理水の状況を分かってございますので、そういうものと比較するような形

でそこは工夫してまいりたいと考えてございます。 

 またトラブルへの取り組みでございますが、これは本当に ALPS 設備の排気フィルター

の損傷の件等、いろいろ御心配を掛けてございます。我々は今、やっぱり設備機器、特に福

島第一の場合、品質のところで若干問題があったりするところがございます。そういう中で

やっぱり設備機器は故障する、場合によったら人はミスを起こすことがあるというふうな

ことを前提として、まずしっかりと事前にリスクの把握に努めて、トラブルをまずなくして

いくということを考えたいと思います。 

 それからもう一つ、設備機器に関しての保守でございますけれども、こちらも設備機器ご

とに長期保守管理計画というものをきっちりと作成をして、きめ細かいメンテナンスを行

う。例えば今までは、どちらかというとブレークダウンメンテナンス、要は壊れたら直すと

いう発想を取っていたのですけれども、重要な機器に関しては、ある時間が来たら、これは

全部取り換えてしまうといったような、そういうふうな保守の導入といったようなことも

含めて今検討を進めている最中でございます。しっかりとトラブル対応の取り組みは進め

てまいりたいと考えているところでございます。 

 それから鈴木副知事のほうから、分離技術の話がございました。我々も、先ほどちょっと

ございましたが、9 月 30 日にナインシグマ社のほうで第 1 回、60 ほどの提案を受けている

というふうな話は聞いてございます。現在、このナインシグマ社は第三者的に今評価をして

いただいているところでございますので、1 次評価を行っていただいている最中と伺ってご

ざいます。大体 6 週間～8 週間ぐらい、これはかかるというふうに聞いてございますので、

その結果を踏まえて当社が実用化に向けた検証に進む、そういう候補を選定、2 次評価とい

うことになりますけれども、そういうステップとなってまいります。まずは、ナインシグマ
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社からの 1 次評価結果を、きっちりと我々、確認をしてまいりたいと考えているところで

ございます。以上でございます。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。ただ今水産業に関わる質疑もございましたけれども、水産庁の

ほうからも参加いただいておりますので、もしコメントがありましたら、よろしくお願いい

たしします。 

 

○長谷川 水産庁 海洋技術室長 

 水産庁でございます。野﨑会長が仰ったモニタリングの件ですが、まず、相馬双葉漁協と

いわき市漁協におかれては、水揚げがある全ての日で、出荷する全ての魚種を対象に検査を

されており、今、海産魚種で唯一出荷制限がかかっているクロソイの基準値超過が見つかっ

た端緒も、漁協さんのモニタリング検査によるものです。これまでの皆様の御努力にまず敬

意を表したいと思います。 

 トリチウムの測定は下準備に非常に時間がかかるので、放射性セシウムとトリチウムは

同じタイミングで結果が出るということにはなりませんが、同じサンプルを使って測定を

するというようなことは可能かと思いますので、今後検討させていただきたいと思います。 

 いわき市長から御指摘のあった、身近で分かりやすい被ばく量の説明の仕方につきまし

て、私のジャストアイデアですが、そもそも海の上というのは、自然放射線の線源になるよ

うな岩などがないので、基本的に自然放射線による被ばく量は非常に低いものだと思って

おります。そのため、そういうことと比較するような形で示していただければ、より分かり

やすいのではないかと思います。以上です。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。それでは、続きまして、御発言いただきたいと思います。田村

市の白石市長、よろしくお願いいたします。 

 

○白石 田村市 市長 

 ありがとうございます。今いろいろと説明を聞きまして、だいぶ慎重に安全にいろんなこ

とを進めているなということをつくづく感じさせていただいて、ありがとうございます。こ

の海洋放出については、通らなければならないということだというふうに私は認識してお

ります。できればお願いでありますが、先ほど内田市長からも出たように、分かりにくいと、

これは皆さんそういうふうに思っているんです。これは何でかというのをずっと考えてい

たんです。そうすると 10 年たっても、全国民が、放射能に関してちっとも知識が深まって

いないんです。ですからやっぱり皆さんそう、放射能についての議論をするベースができて

いない。安全か危険かを判断するためのベースができていないと私は感じているんです。 
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 ですからやっぱり放射能についての分かりやすい、例えば放射能がこうだったらこんな

影響が出ます、こうだったらこんなのが出ます、これは出ません、ここからは出ませんとか、

やっぱりそういう具体的なことの知識をある程度皆さんが分かった上で議論をしていかな

いと、多分どこまでいっても、安全性を担保していますと言っても、多分ほとんどが理解で

きていないんでないかというふうに思います。 

 そこで提案ですけれども、安全性というものを、どこまでいっても多分 100 パーセント

説明し切れないと思うんです。例えで考えてみたんですけれども、例えば車というのは、ま

ず安全に走るものというのが大前提です。ですから安全装置がいっぱい付いています。例え

ば事故を起こさないための装置というのは、今いっぱいありまして、ABS だったり、自動

ブレーキだったり、警報装置だったり、今は自動運転というのも事故を起こさない装置です。

しかし車というのはそれだけじゃなくて、もし万が一事故が起きたらという装置も実は付

いているんです。それがエアバッグだったり、シートベルトだったり、強固なボディー構造

だったり、割れにくいガラスだったり、燃えにくい素材だったり、燃料タンクは燃えないだ

ったり、そして SOS の通報システムが付いているんです。そしてもう一つは社会インフラ

として救急体制が整っている。そしてもう一つ、保険制度があるんです。 

 こういうふうに、やっぱりその安全だけじゃなくて、もし万が一危険な状態、これは私は、

一番最初は原発で本当はこれをやってほしかったんです。起こり得ることではないかもし

れないけれども、こんなことは起こり得るだろう、例えば車であれば、衝突することもある、

横転することもあるということを全部想定しながら、全てを想定して安心装置が付いてい

る、安全装置と安心装置なんです。 

 ですから、こういった一連のやる場合にも、皆さん、とにかく安全だというのはかなり深

めている。しかし今度は安心装置については、万が一お魚に放射能が入っていた。例えば海

ですから、魚だけじゃなくて海藻があったりプランクトンがあったり、いろんなものがあり

ます。そういうありとあらゆるものに対して放射能がどんなふうに影響するのか、数値的に、

そうして、こういうふうなものがあったときはこう対処します、こんなときにはこういうふ

うに対応しますというものがあることによって、ようやく安心というのは出てくるような

気がするんです。 

 ですから風評被害は、私もずっと考えていたんですけれども、結局、放射能でどんなこと

が起こり得るかをまず知らないんです。例えば今回トリチウムという、非常に微弱な放射能

にもかかわらず皆さんが心配だというのは、どんなことが生じるかを知らない。知らないこ

とが不安になる。不安から風評被害が起きるというふうに私は思うんです。 

 ですから放射能の影響というものを、最悪も含めて、即死レベルから全く影響ないものま

で、やっぱり広く国民にある程度教えていただくことが必要なのかなと。ですからここまで

いったら危ないですということが分かることによって、国民は非常に安心するんでないか

というふうに思うんです。 

 盛んに安全安全というのは分かったんですけれども、今度は安心する材料というのは、万
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が一雨が降ったら傘があります、長靴がありますというのが安心です。ですからその部分を

やっぱりもう少し分けて、全体的な説明の部分としては、まずは安全にやることが最優先で

す。しかし安全がもし何かの、要するに、予測不能なことが起きた場合にはこんな影響が出

ることがあります、それらの影響については一つ一つこんなふうにして対処していきます

というふうなことがあることによって、私は安心して風評が生まれないのかなというふう

に思ったんです。 

 ですからプラスの情報だけじゃなくて、マイナスのネガティブな情報もぜひ出していた

だいて、そうならないためにはこうするとしたほうが、安全対策も非常に実効性があるよう

な感じがいたします。よろしくお願いいたします。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。続きまして富岡町の山本町長、よろしくお願いいたします。 

 

○山本 富岡町 町長 

 私からは皆さんとほとんど同じ意見だと思うんですが、改めてまた、本当に正確な情報を

出していただきたいということと、それから IAEA や研究機関によって裏打ちされた正確

な情報を分かりやすく出してほしいということです。 

 それからもう一点、放射性物質の確実かつ効率的に取り除く技術の開発というのをお願

いしたいと思っております。処理水に含まれるトリチウムを除去する技術の実用化の開発

につきましては、かなり難しいとは聞いておるんですが、トリチウム以外の放射性物質につ

いても、現在の ALPS による処理に満足することなく、さらに確実・効率的な除去をして

いただければなというふうに思っております。 

 さらに研究開発等を行っていく必要があるものだとは思っているんですが、以上のこと

を考えて、現在も検討が進められている国際教育拠点について、世界の英知を集めて、結集

して、しっかりと確立されていることが風評の抑制と、それから当地域の復興・創生につな

がるものだと期待しておりますので、ぜひこの辺の研究というのも皆さんの結集をしてい

ただいて、国際教育拠点の中でやっていただければというふうにお願いしたいと思います。

以上です。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。続きまして、元国会事故調査委員会委員の蜂須賀様、よろしく

お願いいたします。 

 

○蜂須賀 元国会事故調査委員会委員 

 蜂須賀です。よろしくお願いいたします。機構さんのほうにちょっとお聞きしたいんです

けれども、低減リスクの中で、5 ページの中にスラッジとかゼオライトの土のうとかという
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ものがリスクとしてあるんですけれども、これは形としては形のないものですよね。土とか

泥とかというふうなものなので、これの取り出しに私は力を注いでいただきたいなという

ふうに思います。 

 あと鈴木副知事からありましたように、凍土壁、これは私、昔から言っていたと思うんで

すが、冷蔵庫も壊れてくるとどんどん冷えなくなってくると思うんです。今健全なうちに、

この凍土壁にもう少し別な対策を考える時期に来ているのではないのかなと思っておりま

す。 

 それから最後に地域共生について、これはすごくありがたく、昨日も東京電力さんと私た

ち、商工会長をしておりますので、昨日標葉地区というところで東京電力さんと意見の交換

をさせていただいんですけれども、この 29 ページに書いてある、元請け企業とのマッチン

グ支援とかとありますけれども、私たちの町は小さ過ぎて元請けにはなれないんです。なれ

ないけれども頑張って下請けとして、地元企業として参画したいというふうな思いが大い

にありますので、ここに書いてあることを早急にいろいろと実施していただけたらば、商工

会としても大変ありがたいなと思いますので、やはり復興と廃炉を、私たち商工会といたし

ましても、うちの会員さんの中で、かなりこの廃炉に向けて参画したいという事業者さんが

多くおります。ただ、かなりハードルが高いです。地元事業だから入れるだろうというふう

な甘い考えでいたらば、完全にあそこの第一に入って仕事をすることはできないというの

が、ここ何日かでいろんな案件が出てきまして、無理だなということがありましたので、地

元事業者がどのような形で参画というか、一緒に廃炉作業をしていけるかという方法を考

えていただきたいと思います。以上です。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。ただ今 3 名の方から御発言いただきましたので、ここで国、東

京電力のほうから、それぞれ回答をお願いしたいと思います。 

 

○須藤 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 まず国のほうから。白石市長、山本町長からも情報発信の仕方についての御提言を頂きま

した。これはまさに大事なことと思いますので、行動計画に向けていろいろ工夫をしていき

たいと思います。 

 白石市長からお話があった中で、万一の場合の対策というのもございました。私どもの考

えでは、もちろん設計段階で安全性を確保する、放出までの間に安全性を確保することに加

えて、実際それが海に出た場合にどうなのかという、海の水の検査、モニタリング、それか

ら獲れたお魚のモニタリング、こういうことも組み合わせながらやってきておりますけれ

ども、まさに複合的にどう証明をしていくかということが課題かというように受け止めま

したので、これも行動計画の中にどう入れていくか、また工夫をしていきたいと思います。 

 それから山本町長から、技術開発のお話がございました。これもさまざまな形で技術開発
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をしておりますけれども、これらの出し方もまた工夫をしていきたいと思います。 

 それから情報発信の関係で、作る資料も大事だと思っておりますけれども、手法も大事で、

例えば車座であれば御質問がしやすいので、それぞれお互いの御理解の状況を確認し合い

ながら進めていけるというのがあります。片や、それだと行き渡る人の数も限られてくると

ころがございますので、組み合わせにならざるを得ないわけですけれども、説明の仕方の工

夫というところも含めて考えていきたいと思います。 

 それから山本町長から、国際教育研究拠点のお話がございました。前の梶山大臣と IAEA

のグロッシー事務局長が、第一原発で国際的な原子力人材の育成を行おうということで合

意をしておりますが、さまざまな形で私どもも、人材育成という視点も入れながら、今、御

指摘があった国際研究拠点も、放射能関係は主要項目の一つに入っていますので、どういう

形で人材育成を進めていくかというのは、ぜひ政府部内で議論していきたいと思います。 

 それから蜂須賀会長のお話の中で、直接国向けではないかとは思いますが、地域共生の部

分は国としても非常に重要なことと考えています。まさにお話にあったように、例えば地元

の方にも正直ちょっと背伸びをしていただかないと入りにくい、あるいはちょっと背伸び

をしていただくことで参入の余地が広がることがございます。私どもの関連で言うと、イノ

ベ機構や相双機構がそういう背伸びのお手伝いをしておりますけれども、より多くの地元

事業者の方々に参画をいただいて、場合によっては誘致企業と組んだりしながら、より参入

の幅を広げていければと思っています。以上です。 

 

○小野 東京電力ホールディングス（株）福島第一廃炉推進カンパニー プレジデント 

 では東京電力のほうから、私からいくつかお答えいたします。今おっしゃられた白石市長、

それから山本町長から、正確な情報発信、それから分かりやすい情報発信、あとネガティブ

な情報も出してはいかがかという話、これも我々、しっかりと考えたいと思います。例えば

ALPS に関する設備というのも、そういうネガティブな状態が起こったときにどうするか

といったような形で設備形成をしているところもございます。そういうところがよく分か

るような形で御説明申し上げられるような、そういうふうな資料作りを含めて考えてまい

りたいというふうに思います。 

 それから山本町長のほうから、トリチウム以外の核種についてもという話、これはやっぱ

り我々も、ALPS の性能向上というのは、これで終わりではないと思ってございます。これ

からも、例えばさまざまなフィルターの中の構成とか、そういうのも工夫しながら、より良

い、ある意味、改良はこれからずっとやってまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 あとは蜂須賀会長のほうから、スラッジ、土のうの取り出しに注力という話、これは我々

も今一生懸命ここのところを、まずはこれをしっかりやらなければいけないという頭がご

ざいます。逆に土というのは形がなかなかないものでございますので、取り出し装置の設計

等苦労はしてございますけれども、ここはまずしっかりと取り組んでまいりたいというふ



参考資料３ 

 37

うに思います。 

 また、凍土壁を今健全なうちに別の対策をという話がございます。実はこれも、まだちょ

っと形にはなってございませんけれども、当然ながら凍土壁をきちんと維持していくとい

うその保守のやり方も含めながら、並行して将来ずっとこれを使い続けるのかといったよ

うなところは、我々の中でも少し議論を始めたところでございます。ここら辺もしっかりと

議論を取りまとめて、またいずれお話ができるような形を取りたいというふうに思います。 

 さらには地域共生の関係、今元請企業さんとのマッチング会などを我々はセッティング

させていただいてございますが、やはり私も、地元企業の方々とするとなかなか壁が高いと

いうかハードルが高いところがあるというお話はちらちら伺ってございます。まずはしっ

かりとその御事情を伺わせていただきながら、どういう形であれば我々の廃炉の中で仕事

をいただけるか。やっぱり地域の皆さまと福島第一の廃炉を進めるというのが、我々、私た

ちのベースになる考え方でございますので、そこのところは、まず地元の方々がどういう形

だったら我々の廃炉に御協力いただけるかというところ、これはしっかりと御事情をまず

伺って、取り組んで、やってまいりたいというふうに考えているところでございます。私の

ほうからは以上でございます。 

 

 

○池上 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 執行役員 

 原賠廃炉機構の池上です。蜂須賀会長のほうから伺いました点、おっしゃるとおりだと思

います。スラッジや土のう等については、確かにリスクとして見たときには、プール燃料で

あるとか燃料デブリとは少しギャップがありますけれども、それをいかにきちんと取り出

して、安定化をし、保管をしていくかというところは、今後の課題になってくるかと思いま

す。きちんと東京電力と一緒に、我々のほうもサポートしてやっていきたいと思います。 

 また凍土壁についても、その機能をどんなふうに維持していくか、東電で今御説明があり

ましたけれども、我々としても一緒にサポートしていきたいと思います。 

 地域共生については、よく了解をいたしました。まさにおっしゃっていただいたとおり、

地域の皆さんと東京電力が一緒に協働で廃炉に取り組んでいるという状態が理想だという

ふうに思います。そのために、当然いろんなサポートも要るわけですけれども、恐らく東京

電力のほうから仕事の組み方あるいは情報の出し方、工夫の余地がなおあるんだというふ

うに思いますので、耳を澄ませてその取組を進めていきたいというふうに思います。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。他に御発言はございませんでしょうか。それでは広野町の遠藤

町長、よろしくお願いいたします。 

 

○遠藤 広野町 町長 
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 3 点申し上げさせていただきたいと思います。１点目は廃炉・汚染水・処理水対策の進捗

についてであります。廃炉作業はこれから数十年にわたる、長きにわたる取組であります。

繰り返し大事なことは、この住民の皆さま方の理解と合意形成であります。今般 ALPS 処

理水の処理に関して、排気フィルターの損傷事象が放置された事象が確認されました。極め

て残念な処置であります。東京電力におかれましては、原子力管理において、廃炉事業にお

ける文化の醸成・創出というものと、リスクマネジメントの確立を捉えることが重要である

と考えます。繰り返し万全を期して、住民の方々のこの望み・願いに応えていただくべく、

しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 2 つ目でありますが、処理水対策の方針についてであります。処理水の希釈率に異常が発

生した場合、緊急遮断弁が動く設計など、さまざまに懸案事項に対して繰り返し検討をなさ

れ、発電所の沖合約 1 キロまでの海底トンネルのこの方針がお示しされましたことについ

て、理解をいたします。しかしながら、漁業に従事される方々をはじめ、住民の方々の理解

は得られていない現況にあります。国内、国際社会における科学的な根拠と、地元はもとよ

り広く国内における社会的同意をしっかりと、ただ今御説明いただきました風評被害のメ

カニズム、販路の拡大、JETRO における世界への取組など、説明をお示しいただいており

ますが、社会的な廃炉に向かう情勢をしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 福島県における会津、中通りと浜通り、この広域的な福島県内において、風評被害という

ものが、この 10 年間大きく立ちふさがっている現況にあります。これからに向けて、風評

被害を絶対に起こさないという強い決意の下で取り組んでいただきたいと思います。 

 双葉地方においては、来年の春、再来年の春、帰還困難区域の解除等々に向かっていく上

において、未だ 3 万 4,000 人の方々が避難の途にあり、ふるさとへの希望というものを届

けていくべく、1F の廃炉が成し得ないことには福島復興はあり得ないわけですので、つい

ては、この第 2 期復興・創生期間の始まった 11 年、12 年目、極めて大事なこの時間軸を緊

張感を持って、国、当局、東京電力におかれましては、しっかりと連携を図って、力強く、

善処を期すべく取り組んでいただきたいと思います。 

 3 つ目でありますが、福島第一廃炉国際フォーラムの第 5 回会合が今般、浪江町御町、い

わき御市において開催されました。とても大事なこの国際フォーラムを御提供いただいて

おります。地元のふたば未来学園、県内の高校生のプレゼン、地元の方々、研究者の方々の

意見交換等々拝聴させていただいております。来年は大熊町ということでとても期待する

ものであります。 

 今日も御説明いただきましたが、やはり地域の方々と共に歩むというこの取組は極めて

大事であると常々考えております。廃炉というものを地域の課題として捉えて、関係機関各

位がしっかりと連携を図って課題解決に向かっていくということが極めて重要であります。

実例としまして、「ふくしま学（楽）会」という地域フォーラムが、早稲田大学、東京大学

の連携の下に廃炉について車座で協議をなされ、そして理解を深めようという実例があり

ます。逆に当局、東京電力におかれましても、地域の住民の方々と車座となって話をしてい
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くという展望を、共に並行して取り組んでいくということは大切ではないかというふうに

思います。以上であります。よろしくお願いをいたします。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。他に御発言はございませんでしょうか。それでは大熊町、吉田

町長、よろしくお願いいたします。 

 

○吉田 大熊町 町長 

 時間が押している中、大変すみませんが、簡単に発言したいと思います。私からは 2 点で

す。 

 1 つは東京電力から、ALPS 処理水の海洋放出に係る放射線影響評価結果について御説明

がありました。東京電力が IAEA の安全基準に従って、またはいろいろな係数は ICRP や

IAEA の定めるものを使用してということでやられたということでございます。ただ、やは

り事業者でございますので、そこは、国からはその後で説明がありましたけれども、IAEA

や規制委員会による確認や外部からの意見を踏まえて、修正・補強をするということになっ

ておりますので、そこをしっかりやっていただきたいというのが一つでございます。 

 2 つ目ですけれども、輸入規制の緩和撤廃に関係するものであります。先ほど国からの説

明で、令和 3 年の 9 月に米国による輸入規制が撤廃されたという説明がありました。この

ことについて地元の新聞に載っていましたが、菅前総理が 1F（福島第一原子力発電所）に

視察に来られた際に、内堀福島県知事より、未だ福島県の農林水産物、食品が米国で輸入規

制になっているということをお話しされて、それを受けて菅前総理がバイデン大統領とお

話をして今回の輸入規制の撤廃につながったというような記事が載っておりました。そう

であればもっと、国全体でやっているとは思いますけれども、なお一層、例えば外務省のて

こ入れというか、そういうものをもっとやっていただいて、早く輸入規制の撤廃を数多くの

国に進めていただきたいと思います。なおさら ALPS 処理水によっての風評が起きないよ

うに、国一丸となって取り組んでいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。他に御意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、ただ今 2 名の方から御発言いただきました。これにつきまして、回答のほうをお

願いいたします。 

 

○須藤 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 国のほうからお答えをいたします。広野の遠藤町長のお話、説明の部分を含めて、回答が

重なる部分は恐縮です。割愛をさせていただきますが、関係者で連携してというようなお言

葉がございました。これは国と東京電力もそうでしょうし、国の中も関係省庁が連携して、
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あるいは関係団体と連携して総力を挙げて、お言葉にありました風評を絶対に起こさない

というところを目指していく。一方で、風評はそんなに簡単に収まるものでもないと思いま

すので、風評が起きた場合の対応、あるいはその風評に負けない体力を付けていくことも含

めて、ぜひ重層的に連携して対応していきたいと思います。 

 それから遠藤町長から「ふくしま学（楽）会」についての御紹介がありましたけれども、

御紹介にあったように、さまざまな形でさまざまな地域の中でコミュニケーションを取っ

ている団体もあろうと思います。こういったようなところとの連携も一つの大きなヒント

として頂きましたので、また我々の活動の中に組み入れていきたいというように思います。 

 それから吉田町長からお話がありました、第三者のチェックについては、これは国の基本

方針策定の時から私どもはかなり意識をしております。あえて申し上げると、国も含めてさ

まざまな形で第三者のチェックを受けていく、そういう仕組みをつくっていくことが大事

だと思っております。 

 それから輸入規制の問題も、これは非常に重要な問題と思っています。風評対策という意

味でも非常に重要だと思っていますので、まさに今外務省、農林水産省、厚生労働省等がさ

まざまな形で連携して、政府を挙げての取組になっておりますけれども、今日の意見は、聞

いている人もいますけれども、政府内でも共有させていただきまして、またあらゆるレベル

で動いていくことが大事だと思いますので、それは徹底をしていきたいというように思い

ます。以上でございます。 

 

○小野 東京電力ホールディングス（株）福島第一廃炉推進カンパニー プレジデント 

 東京電力から、広野の遠藤町長からの御質問というかお話にございましたが、やっぱりト

ラブルに対する対応、これは我々がしっかりやっていかなければいけないということだと

思っています。先ほどもちょっと申し上げましたが、設備とか機器は故障することがあると

か、あと人というのはどうしてもミスを起こすことがあるということ、これをやっぱり前提

として、例えば保守の在り方、あと情報の共有の在り方、それからリスクの事前把握といっ

たようなところをしっかりと考えながら仕事のプロセス、こちらのほうの再構築を今一生

懸命進めているところでございます。 

 まず皆さんに御心配を掛けないというふうな形でしっかり取り組んでまいりたいと考え

てございます。ありがとうございます。以上でございます。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。 

 

○池上 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 執行役員 

 原賠廃炉機構の池上です。我々の国際フォーラムに関しまして、遠藤町長のほうから恐ら

く地域の皆さんの心の動きに耳を澄ますことの大事さを御指摘いただいたんだというふう
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に受け止めました。来年以降も肝に銘じて取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございます。輸入規制の問題についても御発言がありましたけれども、外務省

あるいは農林水産省のほうから、もしコメントがありましたらお願いいたします。 

 

○永吉 外務省 軍縮不拡散・科学部 国際原子力協力室 室長 

 外務省の永吉でございます。私のほうから御説明させていただきたいと思います。輸入規

制につきましては、先ほど大熊町の吉田町長から御指摘があった点でございますけれども、

事故後には 55 カ国・地域におきまして、日本産食品に対する輸入規制措置が導入されてお

りました。 

 その後、こうした規制を維持する国・地域に対しましては働き掛けを実施しておりまして、

先ほど菅総理のお話がございましたけれども、会談それから国際会議等でさまざまな外交

機会を活用いたしまして、総理、また大臣から働き掛けをしてきたところでございます。例

えば、先ほどありました日米首脳会談や、それから日本と EU の定期首脳協議、それから日

中外相電話会談、それから日本とイギリスの外相戦略対話などでございます。その他におき

ましても、各国の首都におきましては、大使から働き掛けを行う。それから国際貿易担当大

使を各国に派遣すると。それから関係省庁とも連携いたしまして、東京の、在京の各国大使

にも働き掛け等を実施してきているところでございます。 

 その際日本の食品の安全性確保の取組を説明するわけなんですけれども、国際的に比較

しても極めて厳しい基準値を設置して検査を実施していること、それから適切な食品モニ

タリングを実施していること、さらに食品制限措置等で基準値を超える食品は市場には流

通させない体制を確保していることなどを説明してきているところでございます。 

 これまで 41 カ国・地域が完全に撤廃をいたしましたけれども、その他 12 カ国・地域で

緩和が実現しているところでございます。引き続きあらゆる機会を捉えまして、各国・地域

への規制撤廃の働き掛けと情報発信を継続していく所存でございます。以上でございます。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。他に御発言はございませんでしょうか。よろしいですか。それ

では、大変熱心な質疑をありがとうございました。本日の議題につきましては以上となりま

す。もし追加で御意見等がございましたら、会議終了後につきましても、随時事務局のほう

まで御連絡をいただけますと幸いでございます。 

 それでは最後に議長から、締めの御発言のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○石井 廃炉・汚染水・処理水対策チーム事務局長 
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 本日は大変貴重な御意見あるいは御提言を数多く頂戴いたしました。誠にありがとうご

ざいました。皆さま方から頂きました数々の御意見につきましては、これらをしっかりと

我々は受け止めをさせていただきたいと思います。また御答弁申し上げることができた点

は御答弁申し上げましたけれども、今日出ました皆さま方の御意見を、年内を目途に行動計

画を策定するわけでございますけれども、その行動計画に反映できるものはしっかりと反

映させていくということで対応してまいりたいと、このように考えているところでござい

ます。 

 福島評議会におきましては、引き続き節目節目で開催をさせていただき、そして地元の皆

さま方の御意見をこれからも引き続きお聞かせを願いたいと、このように考えるものでご

ざいます。福島の復興、これを成し遂げていくために、皆さま方のお力をぜひともお貸しを

いただきたいと思います。もちろん我々も全力で取り組んでまいりますので、今後とも、皆

さま方、よろしくお願い申し上げ、そして今日は改めて熱心な御審議いただきましたことを

感謝申し上げながら、締めの御挨拶に代えさせていただく次第でございます。誠にありがと

うございました。 

 

○竹島 廃炉・汚染水・処理水対策チーム 事務局長補佐 

 ありがとうございました。それでは以上をもちまして、第 24 回廃炉・汚染水・処理水対

策福島評議会を閉会させていただきます。なお次回の日程につきましては、後日改めて事務

局から御連絡をさせていただきます。本日はありがとうございました。 


